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巻頭言

｢自我逸失時代」の「ムラムラ」する若者たちへ

会長及川良一（東京都立三田高等学校長）

1975年から5年ごとに道内の高校生と保護者を対象とした意識調査を行ってきた北海道高等学校｢倫

理」 「現代社会」研究会（道倫研）は、2010年の調査結果を公表した。それによると高校生の規範意識

はむしろ回復する傾向が見られるという｡公共の場で｢人に迷惑をかけない」 「知らない人に気を配る」

といった回答が多くなっている。また、 「就きたい職業」について「やりがいのある仕事」との回答が

増え、 まじめさの傾向も強まっている。一方、 「趣味にあった暮らしを求める」 「その日その日をのん

きに暮らす」という高校生が増え、 「幼さ」 「未熟さ」も見られる。道倫研は、 これまでの調査結果か

ら01年代＝カオスの時代､05年代＝ニヒリズムの時代と表現してきた｡05年代＝ニヒリズムの時代は、

格差社会で二極化と無力感が広がった。過去の例からすれば、 「ニヒリズムの時代」の後に到来するの

は「ルサンチマン」の時代である。既成の価値観やモラルへの抵抗である。かつての大学闘争・高校

紛争がそうだった。しかし、2010年以降の今､状況は異なる。ルサンチマンの様相は全く見られない。

二極化が進むのに高校生自身の生活への満足感は高い。幼さや未熟さ故にルサンチマンが意識化され

ない、顕在化しないということなのか。こうした状況を道倫研は「日本的ニヒリズム」ととらえて「自

我逸失時代」 と表現している。

2012年「成人の日｣。朝日新聞は社説で「尾崎豊」を引き合いに出し、 「成人を迎えた若者よ、もっ

と社会に対して怒れ！ 」と新成人に呼びかけた。格差社会、未曾有の就職難、破たん寸前の財政と社

会保障のつけが回される世代の若者よ、 もっと怒ってしかるべきだ、 という論調だった。

27歳の東大大学院生の若き社会学者古市憲寿は『絶望の国の幸福な若者たち』の中で、今の若者た

ちは自分たちのことを「幸せだ」と感じているという。ある世論調査では7割強の若者が今の生活に

満足している。インフラや生活環境といった面では、現在の若者は過去最強の「豊かさ」の中で暮ら

しているからだ。一方で6割以上の若者が、生活に「悩みや不安」を抱えている。自分がもはやこれ

以上幸せになるとは思えない時、 「今の生活が幸せだ」と答えるしかない。将来はもっと幸せになれる

という希望があれば、今は不幸だと言っても現在の自分を否定することにはならない。将来が不透明

で、 これ以上幸せになれるという希望が見いだせないから「今が幸せだ」と感じ、同時に「不安」を

感じているのだ。国際比較調査によれば、 日本の若者の「社会」に対する満足度は極端に低くなる。

つまり日本の若者の「幸せ感」 「満足感」は、 コンサマトリー、すなわち「自己充足的」だ。コンサマ

トリーであるのは、 「友人や仲間といる時」である。 「つながり」に充足感を感じているのだ。しかし

ネット空間では「つながり」はいとも簡単に作られるが、それは「リアル」なものではない。だから

「リア充」を求めるのだろう。友人や仲間の小さい世界の中で感じる充足感は、やがて閉塞感をもた

らす。それが「何かしたい」 「このままじゃいけない」という気持ちとなる。小さな「村」の中で充足

感を感じながら、何かしたくて「ムラムラ」している。この「ムラムラ」した気持ちの出口がサッカー

ワールドカップの日の丸を振りながらの「ニッポン！ 」の熱狂的な応援であり、震災ボランティアで

はないかという。

都倫研は今年度創立50周年を迎えた。都倫研の研究活動は常に「若者論」 「高校生論」とともにあっ

た。 「若者論」 「高校生論」のない「倫社」や「倫理」の指導は空虚にならざるを得ない。創立50年目

にして、 「自我逸失時代」の高校生、 「今が幸せだ」と感じながら「ムラムラ」している若者たちに、

私たちは何を語るべきなのだろうか。
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I 平成22年度第三回研究例会【公開授業】

仏陀の思想～縁起と四諦八正道～

東京都立八潮高等学校 佐良士茂

1 前時までの内容

3学期はインドの思想を扱っています。はじめに、現代インドの宗教ということで、 ヒンドウー教

とカースト制度について扱いました。ヒンドウー教については三大主神（ブラフマー神、ヴイシュヌ

神、シヴァ神）を中心に扱えばよいでしょうが、カースト制度については古代と現代では様相が異な

るので、理念的なものを中心に扱いました。この点、歴史的には厳密さが欠けることになったと思い

ます。

続いて古代バラモン教の学習をしました。教科書ではバラモン教は仏教前史といった扱いですが、

人生を苦と見る見方は仏教と基本的に同じで、それの解決の仕方が異なっているという観点で取り上

げました｡解決の仕方が異なると言っても、ヨーガ（精神統一)や密教の儀式的なものは仏教にも流れ

ていて、その点仏教との継続と断絶に微妙なものがありますが、バラモン教の教典の成り立ちを参考

にしながら、ウパニシャッド哲学に至る道筋を中心に学習をしました。

前時では「ゴータマの悟り」の題で、本名、解脱を求めての出家、ウルヴェーラ村での菩提樹の下

での悟りと、ブッダ(仏陀の意味も含めて）となったことを取り上げました。

2本時の内容

本時では「縁起と四諦八正道」の題（テーマ）で「縁起の理法」と「四諦八正道」について扱います。

3本時のねらい

①仏教の基本的な考え方である「縁起」についてともに考え、因果（原因と結果）に従って考え

ることを説く仏教の考え方について学ぶ。

②仏教の真理をまとめた「四諦八正道」を学び、仏教が苦しみを滅することを目標とし、そこに

至る方法についてどのように考えているかを理解する。

4板書事項

（3） 縁起と四諦八正道

①縁起の法（理法）

○縁起→ 「Aに縁ってBが起こる」ということ

Aが原因あるいは条件となって, Bが生じる（成り立つ）という意味

（図示する）

ブッダの言葉「これがあるときにこれ（かれ）がある。これが生起するから

(かれ）が生起する」
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「4つの真理」という意味

苦についての真理

人生は苦に満ちている 四苦

苦の原因についての真理

苦の原因→無明、欲望、執着、煩悩

苦を減することについての真理

苦を滅した境地はニルヴァーナ（浬藥）である

ニルヴァーナ→火が消えた状態→煩悩の火が消えた状態

苦を滅する方法についての真理

八正道の実践

（正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定）

○集諦→

○滅諦→

○道諦→

5今後の予定

ブッダの教説に関しては「一切皆苦」（四苦八苦） 「諸行無常」 「諸法無我」あたりを取り上げたいと

思います。その後、 『大パリニッヴァーナ経』にあるブッダの死の様子を取り上げたいと思います。こ

こにはブッダが自ら神格化を否定する教説があって、仏教の特徴を考えるのに重要なヒントがあると

考えられるからです。続いて、大乗仏教について取り上げたいと思います。 「慈悲」 「菩薩」は考え方

としても重要ですので、是非取り上げたいと思います。

6若干のコメント

今回は公開授業に合わせて、ブッダの教説を取り上げる順序を変えてあります。通常は「一切皆苦」

→「諸行無常」→「諸法無我」→「縁起」→「四諦八正道」の順序で展開しています。 「一切皆苦」で

は、われわれに身近な苦しみを取り上げながら、仏教がこの世界を苦しみと見ていることを理解させ

るようにしています。続いて、 「古典」でもなじみの「諸行無常」を取り上げます。その上で仏教の世

界観の中心となる「縁起説」を取り上げ、 「四諦八正道」はブッダの考え方のまとめとして扱っていま

す。
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【講演I】

私の経験から～教育、倫理、都倫研～

東京都立八潮高等学校 佐良土茂

「私の経験から」という題をつけさせてもらいましたが、 自分というものを考えたときに、経験と

いうものは、経験したその時は分からないもので、経験というものを分かるには何年もかかることが

あるということを、初めに私の私的な思い出を交えて話させてもらいます。それは私の母のことでし

て、私が生まれたのは、秋田県の能代市という所です。四人兄弟の四番目、一応三男ということになっ

ているのですが、実際は五男らしいのです。兄二人は早世して、昔はそんなことはざらにあったこと

と思いますが、三男ということで、母親が44歳の時に生んでもらいました。母親は病気がちの人でし

て、 とうてい私は生んでもらえないほど身体が弱ってきていて、それが奇跡的に良くなって、私を生

んでくれたらしいのですが、私が育ってきたころも、よく床についてもいました。それで、高校3年

生の時、 9月の文化祭の頃ですが、その時も、時々台所に立っていたのですが、血圧が高くて、時々

床についてもいました。ある日、どういう訳か学校に出かけるとき「早く帰ってきてね」と声をかけ

られたのです。あまりそう言われたことがないので覚えているのですが、その時は何も気にしないで

「うん」と言って学校に行ったのですが、放課後、一応受験だということで図書館で勉強をしていま

した。途中虫の知らせと言うんでしょうか、二三度早く帰ろうかなと思いましたが、その日に限って

遅くまで図書館に残っていました。もうかなり暗くなった頃帰ったのですが、家の中が暗くて、ちょ

うど父親も帰ってきましたので、玄関から入って、早速母が寝ている部屋に行ってみました。いつも

のように寝ているのですが、どうも少し様子が違うのです。実はその時母親はもう亡くなっていまし

た。死因は心不全だということでしたが、朝床についてはいましたが、起きて台所仕事ができないと

いうほどではなかったのです。昼にはいったん起きて、ご飯を食べた形跡がありました。それが、原

因は特定できないのですが、夕方には亡くなっていたのです。その時、人間の命ははかないものだと

いうことを、かなりしみこむように知らされました。当時は悲しくはありましたが、そのことが自分

の心に影響を与えているとは思いませんでした。受験ということで、やるべきことがあって、そちら

の方に向かっていったと思っていたのですが、それが今から2， 3年前に、きっかけは忘れてしまい

ましたが､突然分かったのです。母親が突然亡くなったということが自分のエネルギーを奪っていて、

結構そのことが自分の心に強く残っていて、言葉では何とも表現しがたいのですが、人間が亡くなる

ということには理由がない、そして生まれてくるのにも理由がない、ポッと消えていって不思議では

ない、何かぽっかりと空いた空白のようなものなんです人生は。それは何か一種の悲しみなのですが、

これら諸々を含んで、無常だと感じていたのだとわかったのです。 このような感覚が、 自分の基調低

音、基本的な底流の情緒となっていると気がついたのです。自分が哲学を学んだのも、もしかしたら、

ここに原因・動機があったのではないかと気がついたのです。こうした一種の悲しみ、あるいは無常

に対する処方を哲学に求めたのではないかと感じたのです。

ですが、残念ながら、私は未だにそれらに対する処方を見いだしていません。副題には「倫理」と

書きましたが、私には哲学も倫理も同じなのです。区別がつかないのです。ですから、倫理は哲学と
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置き換えていただければと思いますが、哲学や倫理に関して、未だに答えと言おうか、基本的な立場

といったものが見つけられないでいます。どの立場が究極だとは言えません。未だに宙ぶらりんなの

です。哲学を始めた頃は、どこかに行き着くかと思っていましたが、どこにも行き着くところがない

んです。ニヒリズムと言えばニヒリズムなのですが、答えがないんです。根拠がないんです。よりど

ころがないということが、 自分の今の姿だと思っています。確かに、 この世は無常で、よりどころが

ないということは確かなのですが、何か支えになる思想なり立場があるかといえば、ないんです。先

哲の教えということで、 自分なりに勉強してきて、 この人はこれを拠り所としているということはわ

かったつもりなのですが、でもそれを自分の日々の生き方に照らしてみると、やはりどうも少し違う

のです。あるいは、確信が持てないのです。それで、私は確信が持てないで、死ぬまで行くのではな

いかと思うのです。時々、ほんの時々、ふと、 これは正しいのではないか思うのですが、時が経つと、

その正しいと思ったことも、またどんよりしてくるのです。ですが、 これからも、 こんな感じでずっ

と生きて行くのだろうと思うのです。 これからおそらく少し時間が持てますので、できればそのあた

りをもっと詰めてみたいと思います。何か、確信できるものを探してみたいと思います。

哲学ということを考えるとき、哲学は言語ではないという思いがあります。哲学は、私には経験な

のです。言語というものに対してどうも不信感があります。語られただけでは信用できない、まだ本

物ではない。経験があって言語が出てくるというのが本当ではないかという思いがあります。そして、

他人の経験はあくまで他人の経験であって、私の経験ではない。偉大な哲学者は経験に基づいて語っ

ていると思いますが、それを読んでも、それはモデルになりますが、私の経験ではない。自分で確か

めなければどうも信用できない。そんなことは無理だとは分かっているのですが、 どうも、 自分の感

覚、 自分の思想で経験しなければならない、 ということにこだわり、そこから抜けることができない

んです。自分に何か基本的な立場があるとしたら、 これだろうと思います。

副題の1つに「教育」も上げておきました。教育の関しては、 2つ考えることがあります。 1つは

教育は基本的に自己教育だろうと思います。もちろん、ある一定の年齢までは、 自分が自分を教育し

ようという考えは生まれませんので、 自己教育ではない、他人による教育なのです。それが、ある一

定の年齢、中学生くらいになると、 自分で自分を教育しよう （最初からはっきりとした、そうした意

識があるわけではありませんが)となるのではと思います｡教育で､教え育てるとか､education､educate

で引き出すとか言われますが､自分で自分を教育しようということがなければ､教え育てるも､educate

するもないのではと思います。そういう意味では教育者というのは、矛盾した存在だと思うのです。

もちろん、すばらしい教師がいて、すばらしい教育実践というものがあります。そういうものには頭

が下がりますが、どうも私はそうはなれませんし、なれませんでした。というよりも、教育とは自己

教育だと考えてしまうので、そういう工夫というものがなかなか頭に浮かばなかったんです。この私

の考えが正しいかどうかは分かりませんが､今は他人教育がはやっているように見えます。学校なり、

教育機関に行けば何か身につくとか、成果が上がるだの、変えてもらえるだの、あるいは自分が変わ

るだの考えているように思うのです。 これって、恐ろしいことではないですか。他人によって自分が

変わってしまうということは、考えてみれば、恐ろしいことですよね。ソクラテスの言葉にあります

よね。自分の魂をゆだねる相手はよく吟味しなければならないって。私にしてみれば、他人によって

自分が変わる、みんなお預けして、相手に任せて、変えてくれというのは、恐ろしいことです。でも、

幸い私の勤めている学校の生徒見ていますと変わらないんです。生徒を見ているとわかります。ほと

－6－



んど変わらない。特に生活態度、 ここでも頭髪やピアスなども指導していますが、頑固なのは変わら

ない。ついでに、成績も変わらない。変わるのは、変わろうとした生徒だけなのです。それで、憎ま

れ口を聞きますが、学校を良くしようとしたら、特に進学率だの、今は大騒ぎですが、それを良くし

ようとするならば、まず生徒を代えてくれ、 と言いたくなるのです。自分で変わろうとする生徒を相

手に授業をさせてくれれば、 自分も相当な成果を残せると、まあこれは実現しそうもないから言える

ことかもしれません。

第2には、 これはアランの言葉だったと思いますが、教育というものは、生徒にとって試練でなけ

ればならないというのがあります。私は堅くこのことを信じています。しかし、現代はどうもこれと

別の方向に行っているように思います。試練というよりは、入った限り卒業させる、 また入るにもで

きるだけ競争をさせない、辛い思いはさせない、失敗はさせないという風になっていると思います。

競争させたくない、失敗させたくない、辛い思いはさせたくない、という気持ちは分かります。でも、

そうした気持ちと、それが生徒の役に立っているか、人間の成長の役に立っているかは別です。成長

に役立つならば、辛いことでもしなければならない、一定のレベルに達するまで一定の努力をしなけ

ればならないというのは当たり前のことなのです。確かに、家庭環境を考えたら生徒個人にとっては

大変だということがあるかもしれませんが、それでも基本的には、アランの言うように考えなければ

ならないと思っています｡今私の勤めている学校では、高校教育を受けるのは基礎学力が欠けている、

また50分という時間が長すぎるという生徒もかなりいます｡それで、レベルをかなり落としてします。

それでも、理解しているかと言えば、理解しているとは言えない。やはり、高校の教科というと自分

で勉強しないと身につかない程度なのです。ですから高校卒業のレベルというものを公的にきちっと

定めた方がよいのではと思います。われわれが単位認定（不認定）するというと圧力がかかる。充分

学力を身につけないで入ってくる生徒を、高校レベルまで高めるということはかなり困難なことです

し、生徒の意識の中にも、 ここまでできなければというものがほとんどない。高校の単位というもの

をもっと厳格に考えるようにしなければと思います。もっともこれは高校だけの話ではなくて、大学

も同じかもしれません。そういう意味では、学力というもの、卒業資格というものをきちっと考える

必要があると思います。それは、学力もまた国際化のレベルの中にあると思うからです。 これからの

時代、学力も国際的な競争の中で位置づけられるようになるのは必然だからです。国際化はますます

進展するでしょう。国際化が進むと、国内的な評価ではなくて、人種や民族といったものとは関係の

ない尺度、競争の尺度が導入されるからです。個人の持っている能力が中心になるだろうと思うから

です。これを本気で考えなければならない時に来ていると思います。

「倫理」の授業ということに関して、私が最も気を配ってきたのは、先哲の教えをできるだけ先哲

に即して、まず自分が理解するということです。それは同時に先哲に対する恩返しでもあると考える

からです｡個人的には､私はこの職業で良かったと思います｡思想家をもっと深く理解できれば、もっ

と良かったと思いますが、それには能力というものもありますし、その能力を度外視するならば、先

哲の思想と関わってきたこの職業で本当に良かったと思っています。ただ授業を展開するとなると、

ほとんどうまくいっていません。何か上滑りのような感覚があります。 自分が先哲から学ぶのと、 自

分が先哲について生徒に語るのとでは、どうもやはり違いがあります。その溝が少し埋まっているな

と感じるのは、生徒が質問に来るときです。その質問に答えているときです。これはやはり、質問に

来る生徒に主体性があるからだと思います。何について知りたいのかを、 こちらの方も明確に捉えや
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すいからだろうと思います。そこで、 1つの授業を夢想してみるのですが、それは、質問する生徒を

1人たてて、質問にそって答える授業は面白いかなと思いますが、なかなか実現となると難しいと思

います。

もう1つやってみたいなという授業の型があります。思想家の様々な著作の一部を、例えばテーマ

に即して読んで、それについて議論するという授業です。議論じやなければ、一緒に考え、それぞれ

の意見を出し合うという授業です｡高校にも資料集というものがありますが､あれをもっと1つのテー

マや人物で分量を多くしてはどうでしょう。 リセの教科書は有名ですが、哲学講義の副読書として編

まれた「哲学読本」があります。私が古本屋で見つけたのは、 1980年頃のものですが、かなりの分量

があって、読んでいて面白いし、考えさせることが多いと思います。私がしゃべるよりも、思想家そ

の人がしゃべった方がずっと良いのはもちろんです。しかし､思想家はしゃべれませんから、私がしゃ

べっているのですが、私の話を聞くよりも、その人が書いたものを読む方がよいのです◎私は思想家

たちへの架け橋になれればよいと思います。思想家がその人にとって役に立つようになるには、思想

家と対話するに越したことはない。良いものは何度読んでも良い。そういうものを見つけられる手助

けができれば充分だと思っています。

都倫研ですが､私は都倫研に出させてもらった期間は､二十数年だろうと思います｡大体教員になっ

てから10年くらいたった頃でした。葦名先生、工藤先生あたりが事務局長だった頃です。今でもそう

ですが、昔もやはり研究熱心な先生、深い学識を持った先生方がいて、会合に出るたびに、勉強しな

ければと刺激を受けました。倫理や教科の勉強にもなりましたが、私にとって都倫研が一番良かった

のは、たくさんの先生方と知り合いになれたことです。東京都の先生方はもちろん、以前は全倫研と

いう全国組織がありまして、そこの事務局長を2年務めさせてもらいまして、全国の先生方と知り合

いになることができました。そういう方と大会か何かで会うと、ちょっと言葉では表せないんですが、

互いにがんばろうというエールを交換しているような気分になります｡それと知り合いになった方が、

研究成果をまとめたものなどを送ってくれるのです。皆立派な活動で、少し嫉妬してしまいますが、

自分もがんばらなければと、それが次のエネルギーとなります。そういうことがないとしたら、ずい

ぶん一色な人生だったなあと思います。こういうことは思い出すだけでもずいぶん温かい気持ちにな

ります。豊かな気持ちになります。 この先も、 この会が続いていって、交流がますます深まってくれ

ることを願っております。
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【講演Ⅱ】

自殺の現状と自殺対策の取り組み～遺族支援を通じて～

NPO法人自死遺族支援ネットワークRe理事長 山口和浩

首都圏ではよく人身事故で電車が遅れるということがあります。その時大抵は自殺ということを考

えます。 ここに人身事故の影響でと書かれてあります。人身事故ということで、おそらく多くの方が

誰かが飛び込んだということを考えると思います。事故が起きたということよりも、飛び降りの自殺

が行われたと多くの方が思うと思います。全国では毎年3万人の人が自殺しています。東京都ではそ

の10分の1の約3000人が自殺しています。朝、私たちは「行ってらっしやい、気をつけてね」と言い

ますが、何に気をつけてねと言うかというと、 「交通事故に気をつけてね」という意味で言います。決

して「自殺に気をつけてね」とは言いませんね。でも実際亡くなる人の数は、 自殺者が交通事故で亡

くなる人の6倍です。身近な交通事故と特別な人の特別な死という自殺、 というように取られがちで

す。ここには現実と私たちの意識の乖離があります。平成20年度の内閣府の調査、 1800人の人へのア

ンケート調査では34.7％が身近な人の自殺を知っていると答えています。

自殺に関する誤解ということで話しておきます。多くの方は「私は自殺しない」と思っています。

また多くの人は「私はうつ病なんかにはならない」と思っています。また「私の家族に限っては自殺

しない｣、 「私の生徒に限って自殺はしない」と思ってしまいます。 自殺した人の家族と話をしていく

と、 「"まさか”自殺するとは思ってみなかった」と共通して答えます。自分とは関係がないと思うと、

自殺のサインにもなかなか気づけないということが起こります。配布資料にありますが、 自殺すると

言っている人は自殺しない、もしくは自殺は警告なしに行われる、また自殺者は誰もがうつ病である、

自殺者は明らかに死にたくて仕方がなかった、 自殺を考えている人に自殺について尋ねると余計に自

殺を誘発することになる、 自殺未遂者は元々本気で自殺する気はない、 自殺は特別な人の特別な死で

ある、 これらは自殺に関する“誤解”です。全部に当てはならなくても、どれか一つくらいは考えた

ことがあると思います。その他に、 自殺する人は弱い人だと表現されることもあります。 しかし、現

在は自殺を「追い込まれた末の死」だと表現されています。自殺に関する誤った知識や誤解などが、

結果的に自殺のサインを見つけにくくしています。

自殺の防止に関してはまずは身近な問題と考えられるかが重要だということ。私たちの気持ちの中

では身近な交通事故と縁遠い自殺です。社会的な取り組みの中で交通事故による死亡者は減少してき

ました。交通事故と同じように、 自殺に関しても長期的には教育的アプローチが重要だと思います。

そして、誤解がうむ「私とは関係ない」という思いが、 自殺のサインというものに対する気づきへの

弊害をうみ、 自殺を防げなかったという自責念を強化してしまうのが現状です。

資料は平成22年中の月別自殺者数の推移（全国）を表したものです。おおまかに見ていくと自殺で

亡くなる方は男性が7割です｡女性は3割です｡男性は1ケ月で亡くなる方が、 1700人から2000人で

す｡女性は650人から900人くらいです。自殺者は13年連続で3万人を超えています。月別で見たとき

に、 3月に増える傾向があります。そして月初め、 月末、月曜日、 これら自殺が多い時という特徴で

す。そして自殺が少ないのが年末年始と土日だということです。

また、年間自殺者の2％～3％が10代です。そして30代から50代が自殺者の半数を占めています。
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10代のうち5割が大学生です。高校生が25％、中学生が10%です。子どもの自殺ということが言われる

と､いじめ､学業不振などが言われますが､亡くなる直前にはうつ病に限りなく近い状況が多いはずです。

次に特定事象と報道ということですが、いじめによる自殺が報道されるとその後続けて自殺が起き

ます。特定の事象の後の1週間が特に自殺が続くということがありますので、事後の適切な対応と次

の自殺者を出さないフォローアップが大切となります。

自殺の原因は、 うつ病や借金等の決して単純なことだけではないということです。調査によると自

殺の原因は平均4つの問題があると言われます。自殺は複合的な問題を抱え、次第に追い込まれた末

に起こっていると考えることができます。その中で、亡くなる直前にうつ病に陥るということが多く

あります。また、 これまでは自殺を個人の問題と捉えがちでしたが、 自殺対策という観点からは個人

の問題とせずに社会の問題として捉えることが求められています。ただ自殺の問題がすべて社会の問

題かというと､そうではない部分もあると私は考えています｡社会が個人を支える仕組みやセーフティー

ネットをさらに整え、その上で個人が今以上に生きる力を発揮することも必要なことのはずです。ま

た、 自殺者の数は増えた減ったと統計で出てきますが、遺された家族にとっては3万分の1の存在で

なく、 1分の1の存在である大切な人を亡くしたことになります。自殺対策の中では見落とされがち

になってしまう部分でもありますが、亡くなった人はかけがえのない存在であることを忘れてはなら

ないことです。

防衛大学の高橋祥友教授は自殺予防の10ヵ条として「①うつ病の症状がある。②原因不明の体調不

良が長引く。③飲酒量が増す。④自己の安全や健康が保てない。⑤仕事の負担が急に増える。⑥職場

や家庭からのサポートが得られない。⑦本人にとって価値のあるものを失う。⑧重症の身体疾患にか

かる。⑨自殺を口にする。⑩自殺未遂に及ぶ｡」ということを紹介されています。これは自殺のサイン

ということでもあり、 自殺を予防していく上ではぜひ意識をして欲しい項目になります。補足として

は自殺を口にする場合には「自殺したい」という言葉よりも、 「消えてしまいたい」等の自殺をほのめ

かす表現を用いられることが多いように現場では感じています。

「自殺したい」と打ち明けられた場合、よくある対応としては「すぐに話をそらそうとする、表面

的な激励、社会的な価値観を押しつける、 ときには叱りつけたりする」 ことがあります。対応として

は「①誰でもよいから打ち明けたのではない、②生と死の間を揺れている、③時間をかけて訴えを傾

聴する、④沈黙を共有してもよい、⑤話をそらさない、⑥安易な激励をしない、⑦批判をしない、⑧

世間一般の価値観を押しつけない、⑨悩みを理解しようとする態度を伝える、⑩十分に訴えを聞いた

上で他の選択肢について取り上げる」が基本になります。教員の皆さまには、何よりも話を聞くとい

うことからサポートが始まるということを覚えていただければと思います。

日本における自殺対策の流れとしては､平成18年10月に自殺対策基本法が施行され､平成19年6月

に自殺総合対策大綱という国の大きな指針ができました。自殺対策基本法第1条（目的）は次のよう

になっています。

「第一条この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることに

かんがみ、 自殺対策に関し、基本理念を定め、および国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと

もに、 自殺対策の基本となる事項を定めること等により、 自殺対策を総合的に推進して、 自殺の防止

を図り、併せて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、 もって国民が健康で生きがいを持って暮

らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする｡」

法的な枠組みとして、国、地方公共団体等の責務になったということ。そして、 自殺を防ぐだけで
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なく遣された者にも充分なサポートをするということです。

自殺総合対策大綱では、 「①自殺は追い込まれた末の死である、②自殺は予防可能である、③自殺者

の多くはサインを出している」が示されています。ただ、自殺は私たちと関係がないと思っていては、

サインに気づかないということが現状です。サインに気づくためには、今以上に自分たちの問題とし

て考えることができるかということでもあるのではないかと思います。

自殺対策の取り組みとしては実態把握へ向けた調査、研究、連帯による包括的な支援体制への取り

組みが必要です。 しかし、啓発型のキャンペーンがひじょうに多く、より支援が必要な人に必要な情

報や取り組みが届くには、いまだに課題を抱えているのが現状です。

さて､遺族の問題にも触れたいと思います。自殺した人で遺書を遺している人は約3割です。 「3割

しか｣、 「3割も」と感じ方は様々かもしれません。私は「3割しか」と考えています。 3割しか残っ

ていないということは自殺者の多くが死を決め、周到な準備と覚悟の上で命を絶っている人とは言い

難いのではないかと思います。若い世代は、サイトへの書き込み、ブログなど、他の世代よりも多い

ことも特徴としてあります｡次に亡くなる場所ですが､多いのは自宅で亡くなるということです。自宅

で亡くなるということには､遺された立場から考えると2つの問題があります。 1つは､第一発見者が

家族であるという可能性が高いということ｡家族のうち子どもが発見するということもあります。2つ

目は､亡くなった後にその場所で生活を継続することです｡つまり、すぐに引っ越しできる人は少ない

ということ。ご遺族の中には亡くなった部屋のドアを開けることが怖いと訴えるような方もいます。

年間3万人が自殺すると、毎年14万人が新たに自死遺族（現存する遺族は300万人）になります。

調査では周囲からの偏見を感じる人が56％もいます。そして、 自責の念（自分のせいではないのか）

にかられる人が47％、また4人に1人の人が、 こんな思いをするくらいなら、 自分も死んだほうがま

しだと感じているという報告もあります。

記念日反応とは亡くなった人の命日や誕生日、結婚記念日など、思い出が深い特別な日が近づくと、

気持ちの落ち込みや体調が崩れる等、亡くなった直後のような反応や変化が出ることがあるというこ

とです。実際に私が関わった友人を亡くした10代の子どもは、卒業式という人が集まる場面で、亡く

なった友人が1人だけいない、 しかも学校をやめたわけではなく、亡くなったということを突きつけ

られて苦しいという話をしていました。 このような反応、変化は大切な人を亡くした遺族にはよく起

こりうる自然な反応であり、 自分を責めたり、不安に思ったり、 これらの気持ちを無理に抑えたりし

ないことも重要なことになります。

子どもの自殺に関して、学校教育では在籍時の自殺にどうしても限局してしまうということがある

ように私は感じています。ただ、子どもたちの中には遺族としての子どもたちも存在するということ

を教育関係者には是非知って欲しいと思います。また、将来の自殺防止への教育の一環として、気づ

きの促し、疾患教育、助けを求める方法なども教育の中で扱われることを願っています。また、遺児

の問題としては、家族や友人の自殺が将来にわたって強い影響が出るのではないかと、周囲の大人に

不安が高まっていることも少なくありません。

もし、周りに親や友人などを自殺で亡くしたという生徒がいたら、周囲の大人は以下のような点に

注意をしながら悩みを聞いて欲しいとも思います。 「①話したいように話せるだけ繰り返してもらう、

②問題について明確にして整理する（混乱しているときは箇条書き)、③分からないことは評価しない

姿勢で率直に聞く、④手伝って欲しいことは何か聞く、⑤安易な人生訓、批評、慰めを加えない、⑥

感情は肯定する（陰性感情は否定しない)、⑦本人と解決策を考え、その解決策を実行することができ
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そうか控えめに確認する、⑧実行できないと聞いたときに責めず、実行を妨げている気持ちが何か聞

く。⑨分からないときには「分からない」ことを率直に伝え、一緒に考える姿勢を示す｡」①～⑨に注

意しながら、 目の前にいる人に寄り添うことが何より基本となります。何よりもこちら側が子どもた

ちの感情や思いを決めつけないで、寄り添っていくこと大切です。

教育現場で「心のケア」というと、スクールカウンセラーをすぐに考えてしまいがちですが、基本

的に心のケアが成立するためには、生活が安定しているということが前提としてあるはずです。例え

ば、地震があった翌日に、心の専門家が現地で「心のケアをやります」と意気込んでみても、おそら

く機能しません。 「余震が続く状況を何とかして欲しい、避難場所ではなく自宅に帰りたい」が現地の

思いになるはずです。生活が安定すると、それ自体が「心のケア」として機能することもあるのです。

先生方は心の専門家ではないものの、子どもたちの生活に関わる専門家ではあるので、教員だからこ

そできるケアを大切にして欲しいと考えています。

また､子どもたちをサポートする上で3つのことを知っておいてください。 「①大人が手を出しすぎ

ない、②人間関係を築いていくのはあくまでも子ども自身である、③大人は子どもが助けを求めたと

きに答えられる心構えと情報の整理しておく」特に学校の先生たちの中には、心の傷を負った子ども

たちと向き合う場合に、その子どもたちを傷つけてしまうのではないかと、なかなか声をかけられな

いという方々がいらっしゃいますが、 「配慮はするけど遠慮はしない｣という姿勢で向き合うことが求

められると考えています。そして、子どもたちと向き合う場合には、子どもの状態を「子どもたちが

生命の危機なのか、それとも生活を安定させる時期なのか、あるいは少し落ち着いて長いスパンとし

て人生を見守っていく時期なのか」 という3つの視点で判断し、サポートを考えて行く必要がありま

す。 リストカットを繰り返している子どもたちにとって、見守りではうまくいきません。やはり専門

的な治療を受けるように勧めることが必要になります。ぜひ、今どんな段階なのかということを意識

してください。

いじめの自殺があったときには、学校の中ですぐにいじめや自殺の取り扱いがあり、命は大切だと

いうことを中心に自殺を止めさせようとする話があがります。自殺は駄目と言われたときに、遺され

た立場の経験のある人は、 「自殺は悪いことだから減らせ｣減らせと言われているように感じてしまう。

そして、 自殺のサインに気づきましょう、気づきましょうと言われれば言われるほど、気づけなかっ

た家族が悪かったと言われているように聞こえてしまうことがあります。ただ、同じように辛い思い

をする人を減らして欲しいという思いを抱いている方もいます｡相反するような気持ちを抱くことや、

どちらか一方が強い方もいれば、揺れ動くような方もいます。それは子どもたちの中にもいるはずで

す。こうした遺族の思いを私は「自殺予防への両価性」と表現しています。自殺予防という言葉に対

する、遺族の感情については配慮をしながら使用することも大切なことになると思っています。

遺された大人であっても､子どもであっても､そして自殺を考えるような状態になっている人であっ

ても、専門的な形だけがサポートではありません。大切なことは今悩んでいる人や、苦しんでいる人

が、誰かに支えてもらえる、子どもたちからすれば先生に支えてもらっているというその感覚的なも

のが何よりも大切で、その実感を得られた時にひとりひとりが頑張れる土壌ができるのではないかと

思います。自殺の問題は難しいと考え過ぎず、今自分たちができることは何なのかということを見つ

め直していただきたいということ、そして、 これまで教育の中でやってきたことに少しだけ自殺対策

の視点を取り入れながら、今後の取り組みの参考にしていただければと思います。

（記録・文責佐良土茂）
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Ⅱ平成23年度都倫研総会並びに第一回研究例会

2011 (平成23)年5月28日 （土）

東京都立三田高等学校

次第

1． 開会

2．挨拶

会長東京都立三田高等学校長及川良一

3．総会(14: 10～14:40)

(1) 平成22年度会務報告 資料1

(2) 平成22年度決算報告並びに会計監査報告 資料2

(3) 平成23年度役員改選並びに事務局構成審議資料3

(4) 平成23年度事業計画案審議 資料4

(5) 平成23年度予算案審議 資料5

4．第一回研究例会(14:50～17:00)

(1)平成22年度の研究活動の総括

(2) 平成23年度の研究主題と研究体制 資料6

(3)講演 「日本の公立学校での宗教教育の可能性と課題」

筑波大学大学院教授山中弘（宗教学、宗教社会学）

5．事務連絡・閉会（17：00）
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(資料1）平成22年度会務報告

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第49集刊行

2 研究会報の配信 「都倫研会報」第72号の配信

3総会並びに第1回研究例会平成22年6月6日 （土） 会場東京都立三田高等学校

(1)平成22年度総会

（2） 平成21年度研究活動の総括及び平成22年度研究活動について

（3） 講演 「他なるものを肯定することへ～レヴィナスを手がかりに～」

東京大学教授熊野純彦

4夏季研究協議会平成22年8月23日 （月） 会場お茶の水女子大学附属高等学校

<実践報告ならびに研究発表〉

(1) 「戦後日本における平和教育の分析と教材開発研究」

東京都立国分寺高等学校西尾理

（2） 「『現代社会』の中で思想家を扱う」 東京都立板橋高等学校渡邉安則

（3） 「テスト問題から見る経済と倫理」 東京都立小石川高等学校新井明

5 第2回研究例会平成22年11月2日 （火） 会場東京都立青山高等学校

(1)公開授業 「資本主義経済のしくみと市場」 (1年「現代社会｣）

東京都立青山高等学校富塚昇

（2） 公開授業についての研究協議

（3） 講演「古代ギリシア哲学を教える／研究する」 慶應義塾大学教授納富信留

6冬季研究協議会平成22年12月27日 （月） 会場首都大学東京秋葉原キャンパス

(1) 「新学習指導要領『現代社会』のポイント」

東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス和田倫明

（2） 「新学習指導要領『倫理』のポイント」

お茶の水女子大学附属高等学校村野光則

（3） 授業実践交流：持ち寄りプリントをもとに（出席者）

7第3回研究例会平成23年2月8日 （火） 会場東京都立八潮高等学校

(1)公開授業 「仏陀の思想」～縁起と四諦八正道～(2年「倫理｣）

東京都立八潮高等学校佐良士茂

（2） 講演I 「私の経験から～教育、倫理、都倫研～」

東京都立八潮高等学校佐良土茂

（3） 講演Ⅱ 「自殺の現状と自殺対策の取り組み～遺族支援を通じて～」

NPO法人自死遺族支援ネットワークRe理事長山口和浩
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(資料2）平成22年度決算・監査報告

総括の部

(単位：円）

収入の部

支出の部

恒
紳

収 入 支 出 残 額

1,278,063 590,407 687，656

科 目 予 算 決 算 備 考

会 費 70,000 130,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 178,650 紀要49集作成費用

補助金 1 200,000 200,000 上廣倫理財団より援助

補助金 2 30,000 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 8,159 利息・寄付金

繰 越 金 731,254 731,254

会 計 1,331,254 1，278，063

科 目 予 算 決 算 備 考

研究大会及び

研修会

諸謝金

借料・損料

会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

176,000

15,000

40，000

2,000

10,000

243,000

200,000

0

7，173

0

13，166

220,339

講演・発表・公開授業謝金

研究例会会場

研究協議会運営費

文具等

大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

20，000

1,000

5,000

26,000

900

0

0

900

文具等

郵券、宅配便

成果の刊行 印刷製本費

資料代

通信運搬費

小計

250,000

10,000

40,000

300,000

364,650

0

0

364,650

紀要48集、 49集

紀要送付

計 569,000 585,889

事業費事務局費

予備費

50,000

462,890

4,518

0

合 計 1,081,890 590，407



(資料3）平成23年度役員・事務局構成

1 ．役員

2．事務局

3．顧問
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役 員 氏 名 （所 属）

会 長 及川良一（三田）

副会長 山本正（足立七中)、渡辺範道（小山台）

会計監査 町田紳（八潮)、本間恒男（福生）

常任幹事

立石武則(若葉総合)、大谷いづみ(立命館大学)、工藤文三(国立教育政策研究所)、
本間恒男（福生)、増渕達夫（都教育庁)、西尾理（国分寺)、廣末修（高島)、
小泉博明（文京学院大学)、渡邉安則（板橋)、村野光則（お茶の水女子大学附属)、
和田倫明（産業技術高専荒川）

幹 事
石塚健大（芝)、岡田信昭（西)、上村肇（都教育庁)、黒須伸之（墨田川)、

幸田雅夫（玉川聖学院） 坂口克彦（総合工科)、多田統一（荒川商定)、
富塚昇（青山)、三森和哉（目黒)、宮澤眞二（武蔵)、宮路みち子（六本木）

顧 問 町田紳（八潮)、本間恒男（福生）

事務局長 和田倫明（産業技術高専荒川）

研究部

部長

副部長

渡邉安則（板橋）

多田統一（荒川商定）
石塚健大（芝）
渡辺洋（南葛飾）

広報部

部長

副部長

村野光則(お茶の水女子大学附属高校）

坂口克彦（総合工科）
照井恒衛（葛西南定）

渡辺克彦（深沢）

会 計 石塚健大（芝）

事務局員
富塚昇（青山）

三森和哉（目黒）
黒須伸之（墨田川）

顧 問

岡本武男、増田信、尾上知明、井原茂幸、酒井俊郎、嶌森敏、金井肇、
沼田俊一、山口俊治、
菊地尭、杉原安、小川

勝田泰次、

一郎、秋元

永上騨朗、 G. コンプリ、伊藤駿二郎 、

正明、木村正雄、中村新吉、坂本清治、
宮崎宏一、成瀬功、小川輝之、細谷斉、佐藤勲、大木洋、小河信國、
小嶋孝、海野省治、蛭田政弘、新井徹夫、平沼千秋、喜多村健

一

一、

井上勝、水谷禎憲、辻勇一郎、原田健、平井啓一、新井明、山口通
葦名次夫、佐良士茂

、



(資料4）平成23年度事業計画

1研究成果の刊行 「都倫研紀要」第50集の刊行

2 「都倫研ホームページ」の公式運用

＊ 「会報」は平成23年度より廃止とします。

3 50周年記念事業 『都倫研50年の歩み』の刊行

4総会ならびに第一回研究例会平成23年5月28日 （士） 会場都立三田高等学校

5研究例会の開催

◇第2回平成23年11月

◇第3回平成24年2月

東京都立福生高等学校（交渉中）

未定

研究協議会夏・冬開催予定6
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(資料5）平成23年度予算

収入の部

支出の部
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科 目 予 算 備 考

会 費 100,000 個人会員からの会費

研究奨励費 300,000 教育研究奨励費

補助金 1 200，000 上廣倫理財団より援助

補助金 2 30,000 自動車教育振興財団より援助

雑 収 入 0 利息・寄付金

繰 越 金 687，656

会 計 1，317，656

科 目 予 算 備 考

研究大会およ

び研修会

諸謝金

借料・損料

会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

200,000

15，000

20，000

2，000

10,000

247，000

講演・発表・公開授業謝金

研究例会会場

研究協議会運営費

文具等

大会案内郵送費、通信連絡費

調査研究 会議費

消耗品費

通信運搬費

小計

20，000

1,000

5,000

26，000

文具等

郵券、宅配便

成果の刊行 印刷製本費

資料代

通信運搬費

小計

270,000

15，000

15，000

300,000

紀要

紀要送付

計 573,000

事業費事務局費 50，000

予備費 694,656

合 計 1,317,656



(資料6）平成23年度研究主題と研究体制

〔本年度の研究主題〕

現代の社会について主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としての在り方生き方に

ついての自覚とよりよく生きる意欲を育てる指導の研究

〔研究主題設定の趣旨〕

新学習指導要領解説の「倫理」の節には、 「高等学校の生徒は、一般に、人生をどう生きたらよいか、

自己とはどのような存在なのか、社会にどのようにかかわっていけばよいかなど、人間や社会につい

て問いをもつ時期にある。特に今日、価値観が多様化し、物質的に豊かな社会にあって、青年期とい

う発達の段階に伴う悩みを抱えて、生きていく上でより深刻な悩みや様々な課題に直面する生徒が多

くなっている。生徒のこれらの関心や悩みに応え、人生にかかわる諸課題について探究を深め、 自己

の確立を目指すことが教育上の重要な課題となっている｡」とある。自我に目覚めた高校生がいかに生

きるかについての思索や探究を深めるために必要な能力や技能を養い、そのための方法を身につける

ように指導を行うことが重要な課題となってくる。さらに、生徒自身が得たものを他に対して表現す

る力を育てることも重要である。

いかに生きるかを問うとき、物質的な豊かさに取りまかれ、情報機器の利用に長じている現在の若

者は、 自己のよりよい生き方について考える契機を得ることが難しくなっているのではないかという

疑問が生じる。物質的な豊かさは具体的に何が足りないかを感じにくくさせ、多様で大量にかつ容易

に得られる情報は探究に向けての努力を不要で煩雑なものに感じさせる危険がある。現在の社会に生

きる生徒には、生き方への問いかけが一層切実になっていると言われているが、その切実な問いに向

きあっていく姿勢に関してはすべてが真蟄なものであるとは言い切れない。問いの切実さと探究の姿

勢とは必ずしも結びついてはいない。探究することや関心をもつことが、 自分以外のものという意味

での他者とどのように関わっているかについても、きちんと認識されているかというと決して自明で

はない。 3月に起こった東日本大震災を受けて、ボランティアや募金などの支援活動に動いた若者も

多く、社会的な事象や活動への関心、なんらかの活動をしようとする意欲などは広く共有されている

ように見える。 日本人の在り方も、道徳観が失われたとか道徳教育が不足だとかこれまで批判されて

きたことが必ずしも当たっていないと考えさせる事実であるとも言える。

震災や原発事故の被害を前に、幸福とは何か、社会的な公正とは何かなど、確かにいまは問われて

いる◎若者たちが直面しているこうした問いが平穏な日常が戻ったあとではどのように問われ、考え

られていくのか。いかに生きるかという問いに日常の中で向きあっていくこと、その中で関心や意欲

を持ち続けていくこと、それが現代の社会について主体的に考え、関わっていくことにつながるもの

と見て、生徒が自らの置かれている状況を的確に把握し理解できるように、指導する側も生徒の状況

や社会の在り方を的確に認識する努力を重ねていかなければならない。

公民科の目標において、 「平和で民主的な国家･社会の有為な形成者として必要な公民としての資質

を養う」とあるのは従来と変わらない。 この目標を達成するために、現実の環境を十分に理解し、 自

らの在り方生き方を考え、よりよい生き方を実現しようとする意欲をもつことができるように生徒を

指導していくことがわれわれのなすべきことである。この指導は、生徒自身の活動を支援していくか
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たちで行うことができれば理想的だが、関心・意欲・態度などさまざまな面で多様性を示す生徒に対

して一律な指導や支援ができるというわけではない。よって、どのように生徒に接し、指導や支援を

行うことが適切なのかをわれわれ自身が主体的に考え、研修に励んで指導内容を深め、指導方法を磨

いていくことが必須である。指導内容に関してはさまざまな事象、教材をどのように取り上げ、取り

扱うかを示しあい共有することが求められるし、指導方法に関しては効果が見られた方法を互いに学

びあいさらに磨いて個々の状況に適用していく工夫を進めることが求められる。そして、単に学業の

うえでの認識や理解を深めるだけでなく、よりよく生きる意欲を育てる指導について同様な努力が求

められなければならない。

以上の趣旨にもとづいて冒頭の主題を設定し、以下の2点に重点をおいて研究をすすめることとす

る。

(1) 「現代社会」 「政治・経済」の指導内容では、現代社会における青年の生き方、現代の経済社会

と経済活動のあり方、法の支配と法規範の意義、グローバル化が進展する国際社会の動向、など

現代社会の特質とその問題点を、幸福、正義、公正などを用いて考察させることを通して、生徒

一人一人が人間としての在り方生き方についての自覚を深め、 自己の生き方を主体的に考え主体

的に社会的活動に関与する意欲を高めることを可能にする指導内容と指導方法について研究する。

(2) 「倫理」の指導内容では、豊かな自己形成に向けて、他者とともに生きる自己の生き方について

考えさせるとともに、先哲の思想を基盤として、生命、環境、家族、地域社会、情報社会、文化

と宗教、国際平和と人類の福祉などにおける倫理的課題を自己の課題と結びつけて探究させるこ

とを通して、論理的思考力や表現力を身につけさせるとともに、現代に生きる人間としての在り

方生き方について自覚を深めよりよく生きることへの意欲を向上させる指導内容と指導方法につ

いて研究する。

[研究体制］

以上の研究主題・趣旨を踏まえた上で、本年度は次のような研究体制をとることとする。

(1)研究例会（年3回開催）

公開授業・研究発表・講演を行い、授業技術と専門知識の深化を図る。

(2)研究協議会（年2－3回開催）

授業実践報告・研究発表を行い、指導方法と指導内容についての研究協議を行う。
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【講演】

日本の公立学校での宗教教育の可能性と課題

筑波大学大学院教授 山中弘

宗教学には宗教を歴史的に研究されている方も多いが、私の専門

は現代の宗教である。また、宗教学には、哲学的なアプローチから

やっていくスタイルと、社会学や人類学など経験的な学問を利用し

て文化現象として宗教を捉えようとするスタイルと、大きく分ける

と二つがある。私は後者の立場に立つ研究者だと思っているが、哲

学的あるいは倫理学的な観点から宗教を捉える立場に立つ先生方か

らは、 こうしたアプローチは外側から宗教を語っているのではない

三

かと、お叱りを受けることもある。また、信仰的立場に立つ先生からは、宗教に対する理解がいささ

か浅いのではないかというようなことを言われることもある。いろいろと評価はあるものの、経験的

立場から宗教にアプローチするのが私の立場であることを前提として、お話を聞いていただければ幸

いである。

私が、宗教教育という問題に関心を持つようになったのは、 日本学術会議の第一部会に設置された

「哲学・倫理・宗教教育分科会」にたまたま参加することになったからである。この分科会では、平

成19年から宗教教育に関する議論を始めたが、その中でいつも感じていたことは、初等・中等教育の

実際の現場の状況を十分に知らないで、ここでの議論が一体どのくらい意味を持つものなのかという

ことであり、できれば現場の先生方との接点を持てないものかと考えていた。幸いにも、昨年の11月

にこの分科会が主催したシンポジウムに都倫研に属する先生方も参加されていて、今回、 こうした機

会をいただくことになり、非常に喜んでいるところである。

1 ．宗教教育をめぐる合憲・違憲論争

哲学教育・倫理教育と違って、公立学校での宗教教育は、入口のところから議論が必要な領域であ

る。入口の議論とは当然のことながら、そもそも公立学校において宗教教育は可能なのかという宗教

教育の合憲性をめぐる議論ということになる。先ずこの点から簡単に整理することで、この問題に対

する私の立場を明らかにしておきたいと思う。日本国憲法と教育基本法では、政教分離と信教の自由

という両原則が明確に調われ､宗教教育の禁止が定められている。憲法20条3項には、 「国およびその

機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と規定されており、教育基本法の15条9

条でも、 「国および地方公共団体の設置する学校は特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をし

てはならない」としている。

しかし、憲法や教育基本法で禁じている宗教教育の内実をどのように理解するのかによって様々な

議論が存在しており、多くの場合、ここで議論が立ち往生して、その先に進めないという状態になっ

ている。立ち往生する主な理由は、宗教的情操教育をめぐる問題である。一般に宗教教育は宗派教育、

宗教知識教育、宗教的情操教育の三つに区別されるが、宗教的情操教育が最大の争点になるのは宗教
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的情操が道徳教育の問題と結びつくことで政治的立場に由来する論争を触発するからである。宗教的

情操を究極的と価値づけられたものへの心的態度と定義しておくと、 この究極的価値は小中学校の道

徳の学習指導要領の崇高なるものとのかかわりに関することと深く結びついており、そしてその淵源

は1966年の「期待される人間像」で宗教的情操として強調された生命の根源に対する畏敬の念に求め

ることができる。そのため、宗教的情操教育は道徳教育をめぐる評価ともつながって激しい政治的論

争の場となってきた。 こうした評価は結果として法律に禁ずる宗教教育の解釈にも反映することにな

る。宗教行政学を専門とする杉原誠四郎、大崎素史、貝塚茂樹各氏は公立学校での宗教的情操教育を

合憲と見なす立場の代表的論客であるが、彼らは宗教教育を巡る戦後直後の政府・文部省・GHQの

動きを詳細に検討し、憲法や教育基本法の本来の理念は宗教教育を積極的に肯定するものであったこ

とを指摘して、今日の宗教教育に対する消極的位置づけはその後のGHQ･文部省等の対応の結果と

して生じたもので、憲法や教育基本法の本来の精神に鑑みて宗教教育、特に宗教的情操教育を積極的

に推進すべきだと、繰り返し主張している。 しかし、彼らのこうした指摘は決して多数派を形成して

いるわけではない｡彼らの立場とは反対に宗教的情操教育は特定の宗教なくして考えることはできず、

そのため、公立学校への宗教的情操教育は特定の宗教を教えることにつながり憲法に反するという見

解も存在する。 このように現在でも続いている公立学校における宗教教育の合憲・違憲論争は、宗教

教育が入口から立ち往生して先に進めない大きな障害となっているとみることができるのである。

私はこうした論争を全く無益なものだとは思わない。特に戦前の国家神道的イデオロギーが教育の

理念を統制してきたという日本の不幸な過去を考えれば、宗教教育に強い反発が生じるのも十分に理

解できるところである。私の属する日本宗教学会でも同様な論争は繰り返し行われており、特に1980

年代前半まではほぼこの論点一色に染まっていた。そこには宗教学とりわけ哲学的宗教学に、宗教的

情操を重視する傾向が含まれているという事情も介在しているように思っている。というのも、 こう

したアプローチは、例えばオットーの「ヌミノーゼ」やシュライエルマッハーの「絶対的帰依の感情」

といった言葉に象徴されるように、宗教に固有な感情や体験を議論の出発に措定することが多く、そ

こから宗教的情操こそ宗教の本質に関わる重要な問題であり、宗教教育はこれを抜きにして考えるこ

とはできないという主張がでてきやすいからである。 しかし、宗教学がこの主張を強めれば強めるほ

ど、それをめぐる中心的な論点は、個別的な宗教を離れて一般的な宗教的情操教育は果たして可能な

のかという反論を引き起こしながら、最終的には先ほどから述べている公立学校における宗教的情操

教育の妥当性に関する憲法上の解釈問題に行き着かざるを得ないのである。これは、宗教教育をめくﾞ

る宗教学のある種のジレンマであり、宗教的情操教育に関する議論は最終的に政教分離という問題系

に回収されるという必然性を抱えているようにさえみえるのである。 このジレンマを回避して宗教教

育の問題を先に進めるためには、宗教的情操の問題を宗教教育の具体的な議論の土俵にのせるべきで

はない、 と私は考えている。別言すれば、 ここで公立学校での宗教教育の可能性という問題を論ずる

場合に、私が常に念頭においているのは、様々な問題をはらむ宗教的情操教育ではなく、あくまでも

宗教知識教育のことであることを御了解いただきたいと思っている。

2．現代社会における宗教のプレゼンスの増大

それではなぜ宗教的情操教育をめぐる論争を棚あげにしても公立学校における宗教教育の問題を前

に進めるべきなのだろうか。それは、現代社会における宗教の在り方に大きな変化が生じており、そ
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れが多分に、政治的イデオロギーのからむ憲法論争といった従来の観点とはやや位相を異にする視点

から宗教教育を考えてみる必要を促しているのではないかと考えているからである。

この状況は学問的にみれば、かつて自明であった近代化＝非宗教化というような近代主義的な知的

パラダイムが再検討されるようになってきているということである。つまり70年代半ばまでの宗教社

会学の支配的なパラダイムだった、近代化に伴って宗教の影響力は衰退するという世俗化論の基本的

テーゼに疑問符が付され、価値の多元化は価値の相対化をもたらすにしても、それが絶対的な価値を

定立しようとする宗教の衰退を必ずしももたらすわけではないという議論がかなり目立ってきている

のである。言い方を変えると、我々がみていた宗教に対する見方、つまり近代化に伴う宗教の影響力

の衰退という見方は啓蒙主義というある特定の観点に過ぎないのではないか、 という立場が勢いを得

ているという状況になっているということである。

ここでこれ以上、学問的な議論の詳細に立ち入るつもりはないが、現象だけみても少なくとも国内

外における急速な社会的変化によって宗教の存在感が増していることは確認できるように思われる。

9.11の同時爆破テロの発生以降、国際社会の中で宗教に関係する事件や出来事が数多く報道されるよ

うになり、否定的であれ肯定的であれ、宗教の存在の大きさが改めて認識されるようになってきてい

るのである。とりわけイスラームの存在感は大きく、 ヨーロッパ社会では公共の場でのイスラーム女

性のベールの着用やその種類をめぐって西洋的価値観との対立が露わになってきている｡例えば350万

程のムスリムが住むフランスでは、今月の4月に身体はもとより目を除いて顔のほぼ全てを隠すニカ

ブ（あるいはブルガ）の公的空間での着用が禁止されたが、それに抗議してニカブを着用した女性が

逮捕されるという事件が起こった。また、ムスリムが人口の7％弱を占めているオランダでは、ムス

リムを厳しく批判した著名なコラムニストが殺害されるというセンセーショナルな事件も起こり、反

イスラーム感情が高まりを見せている。

日本のムスリム人口についてはいろいろな数字が報告されているが、一番多く見積もって10万人く

らいだと思われる。この程度の規模であれば、フランスとは違って問題はそれほど先鋭化しないが、

それでも各地に建設されるモスクの数は増えており、つい先ごろの新聞には日本でのイスラーム人口

の増加に伴って土葬を行うムスリムの新たな墓地建設をめぐって地元住民との間に軋礫が生じている

ということが紹介されている。この墓地は山梨県にあるが、お寺の墓地の一画が住職のはからいでム

スリム墓地というかたちになっている。近年、ムスリムの増加で墓地が不足しているために新しい墓

地の建設の動きが出てきたが、土葬を嫌う地元住民の理解を得られないでいるというものである。

外来宗教とのトラブルではないが、その他の宗教をめぐるトラブルも頻発している。例えば1995年

のオウム真理教による地下鉄サリン事件以来、国内でもカルトの活動が注目を集め、カルトから身を

守るためにも宗教に対する基本的知識の必要性が主張されている。大学でも、色々とカルト問題の対

応に苦慮しているようであり､北海道大学等では学生たちがカルトに入らないための宗教的リテラシー

の教育に取り組むという動きが出ている。このように、宗教のプレゼンスはこれまで以上にかなり大

きくなっており、学校教育においても、宗教に関する知識の教授という観点から、 こうした問題をど

のように考えたらよいのかは重要な課題となってくるように思われるのである。

3． 日本社会の宗教的知識の空白と「見えない宗教教育」

こうした状況を反映して、宗教の研究者の間では、近年になって、正確な宗教情報や知識をどのよ
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うに教えるべきなのか、あるいは、 これに対応した態勢が果たして現在の日本の教育現場で整えられ

るのか、 といった問題意識が出てくるようになってきた。実際、私たちが宗教に関する知識や情報を

どのように得ているのかと改めて考えてみると、そこに宗教知識に関するある種の空白状況が存在し

ているように思われる。つまり、公立学校では宗教的情操教育はもとより宗教知識教育も敬遠されて

いるために、子どもたちは宗教に関する正確な最低限の知識を学ぶことさえおぼつかないという状況

が生まれているわけである。

しかも複雑なのは、空白といっても実は公立学校で全く宗教に関する事柄が教えられていないわけ

ではなく、公民や地歴の教科を通じて宗教知識が間接的に教えられているということである。つまり

倫理であれば、生徒たちの人生観確立の一助となるために「先哲の教え」というかたちで仏教、キリ

スト教、儒教等の思想を教えられ、歴史の教科でも、キリスト教やイスラームなどの諸宗教が歴史的

出来事の中で教えられているのである。

しかし、問題はそれが宗教知識の間接的な伝達となっていることに十分な注意が向けられていない

ということである｡これはそれぞれの教科の目的が宗教知識の教授そのものを目的としていない以上、

止むを得ないことではある。更に正確に言えば、 これらの学習にあたって学習指導要領では教育基本

法の宗教教育に関する規定に基づいて適切に行うという指示があるために、個別的な宗教思想を教え

ていながらも、それを宗教の問題として焦点化しないように努力している、少なくとも、そういう構

造になっているのではないかと思われるのである。 しかし、 こうした制約があるとはいえ、宗教知識

を教えているという自覚もないまま結果としてそうなっていることは、やはり少し問題があるように

思える。というのも、そうした科目で扱われている宗教に関する記述は決して中立的で客観的な知識

というわけではなく､教科が求めている学習のねらいを超えているということもままあるからである。

例えば大阪教育大学の岩田文昭氏は、小中学校の道徳教育の読み物資料を丹念に検討することを通

じて、そこには指導要領が求めている有限性の自覚を超えて、人間存在の罪までも問うある種の宗教

的な志向性が認められるとして、道徳教育の授業に宗教教育が屈折した仕方で取り込まれていること

を明らかにしている。更に江田昭道氏は、高校の倫理の教科書や指導要領の解説書で説明されている

仏教の項目の記述を詳細に分析しながら、思想史ないし文化史の特定の視点からその記述がなされて

おり、結果として仏教に対して特定の価値判断を与えるという可能性があるとしている。江田氏によ

れば､例えば、 「ヘーゲルはカントの自由論を批判的に発展させドイツ観念論の思想を完成させた」と

いう教科書の記述を読んだ生徒たちが、ヘーゲルはカントよりも優れていると単純に考えてもそんな

に大きな問題にならないだろう。しかし、 「法然は平安時代の浄土信仰を一歩進めて浄土宗を開いた」

とか、 「法然の教説を受け継いだ親驚は専修念仏をより深く内面から捉えた｣という鎌倉期の浄土教に

関する教科書の記述から、生徒たちが親驚の思想に比べると法然や平安時代の浄土教はより浅いもの

であると誤解する可能性を指摘し、 日本社会で現在でも活動している宗派を扱う場合に、 こうした対

比が問題を引き起こすこともあり得るとしている。また鎌倉仏教をある種の到達点と見なし、特に明

治以降の仏教の思想的展開にはほとんど言及しないという教科書の記述の仕方は、仏教に対するある

種の先入観を与える可能性をもっていることも指摘している。自覚されずに教えられている宗教教育

を「見えない宗教教育」とよぶことが許されるならば、公的教育機関の中で「見えない宗教教育」が

断片的に、 しかも十分に吟味されることなく行われているという現実があるとも言えるのである。江

戸時代や明治時代の仏教のあり方は寺檀制度を除いて全く触れられない一方で、内村鑑三や新島襄な
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どのキリスト者の活躍が言及されるなど､宗教に関する知識教育という観点から改めて考えてみると、

教科書の記述にある種の偏りがあることは否めないように思われる。

しかも、この「見えない宗教教育」は、さらにかなり大きな別の問題も抱えているように思われる。

それは、諸宗教の思想的側面ないし歴史的な出来事だけが取り上げられているということである。つ

まり、それらは現実に多くの人々の生活を律している生きた宗教としては扱われていないということ

である。これは､公民や地歴といった教科が宗教を教育するための科目でない以上当然なことであり、

こうした指摘はある意味で的外れで不当なことかもしれない。しかし、それでもこうした教育を受け

てきた生徒たちが｢宗教は難しい聖典で説かれている難解な思想である」とか、 「宗教は過去の歴史的

出来事で、今日ではあまり実践されてはいない」という印象を抱いてしまうことも考えられ、そうい

う印象を与えるということについては、先に指摘した宗教のプレゼンスの増大を考えると、必ずしも

好ましいことではないように思われるのである。

4． イギリスの宗教教育の教科書の事例の紹介

次に、欧米の宗教教育の実例を取り上げることで、宗教教育に関する新

しい研究動向の一端を紹介し、宗教教育の展開の深まりについて言及して

みたい。

周知のように平成18年に教育基本法が改正され､第9条の条文に、 「宗教

に関する一般的教養」という文言が新たに挿入された。この改正をめぐっ

て宗教的情操教育の扱いが議論の的になったといわれており、その点で宗

教に関する一般的教養という文言の挿入は、ある種の妥協の産物だったの

かもしれない。しかし、宗教のプレゼンスの増大に伴って宗教知識教育の

必要性が高まっていると考える私の立場からすれば、この改正は歓迎して

良いように感じている。ただ問題になるのは、仮に文科省はそうした方向良いように感じている。ただ問題になるのは、仮に文科省はそうした方向
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性を打ちだすとしても、 日

本の場合、宗教教育の問題が長い間入口で止まっているために、それが一体どのようになされるべき

なのか、あまりイメージがわかないのではないかということである。戦前のように日本神話を歴史的

事実として教えることが宗教教育だと誤解している人はさすがにいないかと思うが、これまでほとん

ど経験のないことであるため、教育の現場においてこうした文言を具体化するための色々な工夫が必

要になってくるだろう。その|際、私は実際に様々なアプローチから宗教教育を行っている欧米の事例

を参考にしてみることは非常に有益であり、これらの事例を検討することから、宗教教育という問題

を新しい視点から捉える事も出来るのではないかと思っている。

勿論、一口に欧米といっても、それぞれの国の歴史的経緯によって宗教の位置づけが大幅に異なっ

ており、各国とも固有の宗教状況を抱えている。例えばライシテと呼ばれる厳格な政教分離の原則を

持ち、 1882年以降公立学校での宗教教育を禁止しているフランスと、宗教教育が必修となっているイ

ギリスとでは、かなり事情が異なっている。ただ厳格な政教分離政策を維持しているフランスでさえ

も､1980年代頃から文学作品などに登場する常識的な宗教知識さえも子どもたちが知らないという状

況が問題視され、公立学校でも宗教の歴史を教えることが望ましいという意見がかなり増えてきてい

るとされている。とりわけ、ボードレールなど、 19世紀のフランスの詩人・文学者たちが作品の中で

使う様々な宗教的な語彙さえも知らないという状況を改善すべきだという議論が出てきている｡また、
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1989年には公立学校でのイスラームのスカーフ着用の是非をめぐる論争や先に紹介した公的空間にお

けるニカブの着用の禁止など、ライシテについていろいろと論争が続いており、全体としてフランス

においても、イスラームをはじめとする諸宗教に対して理解を深めなければならないという機運が高

まっており、宗教的事実を教える教育の重要性が教育関係者や一般の人々にも幅広く認知されるよう

になってきているのである。

しかし、こういったヨーロッパの動きは、残念ながら日本にはあまり伝

わっていない。それは、 これまで海外の宗教教育の現状を知る術があまり

なかったからでもあろう。ところが、2008年に元宗教学会長の星野英紀氏

を代表とする大正大学の「宗教教科書翻訳プロジェクト」が立ち上がり、

こうした現状に改善の兆しが見られるようになってきている｡このプロジェ

クトはイギリス、 ドイツ、フランス、アメリカ、インド、インドネシア、

タイ、 トルコ、フィリピン、韓国という9カ国の、宗教教育の教科書の一

部を選んで翻訳して、併せてその教科書の背景にある各国の宗教状況やそhljと崖/UC耐司くしし、 1汁でずL-t(〃認ｲ斗這言(〃育京1－のつ合国uﾉ示叡1入I兀学､gて
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の教科書の位置づけに解説を加えるというものである。そこで、 ここでは、このプロジェクトの成果

を使って、イギリスの宗教教育に関してその一端を紹介して皆さんの議論に供したいと思う。

イギリスでは1944年の教育法以来､宗教教育が義務付けられ､1988年のサッチャー首相の大幅な改

革においても宗教教育はその基礎カリキュラムに位置付けられている。ただこの間、本来キリスト教

を教えることを前提とした宗教教育の内実も徐々に変化をとげ、キリスト教以外の諸宗教を教える多

文化的方向性も含まれるようになってきている｡政府機関であるQCA(QualificationandCurriculum

Authority)が出した「宗教教育のナショナル・フレームワーク」によれば､今日の宗教教育の目的は多

文化教育と哲学的教育の双方を目指したものになっている。それによると、宗教教育は人生の究極の

意味や目的、神信仰、自己とリアリティの本性、善悪の問題、人間であることの意味といった大きな

問題に対して、キリスト教や他の主要宗教、あるいは世俗的な世界観（ここでいう世俗的な世界観と

はヒューマニズムや共産主義などを指す）がどのように考え、どのような答えを用意しているのかに

ついて理解を深めることを目指しているという。同時にその教育は、生徒たちにアイデンティテイと

帰属意識とを高めるように促し、彼らが地域共同体の中で個人として輝き、また、グローバル共同体

の市民として活躍することを可能にするものとされている。勿論、 このナショナル・フレームワーク

は日本の学習指導要領のように大きな拘束力を持つものではなく、教科書の内容もこれに厳格に従っ

ているわけではない。おまけにどの教科書を使うのかは各教員の判断に任されており、かなり自由度

が高い。しかし、 これは教科書の内容が全く自由につくられているという意味ではない。このフレー

ムワークを踏まえて、宗教関係者も入っている各地域の教育委員会が作成するアグリードシラバスに

沿って、教科書が作成されることになっており、授業の内容も概ねこのシラバスに基づいて行われて

いるのである。

先ほど述べたプロジェクトでは、ウォリック大学宗教教育リサーチユニットが作成した小学校と中

学校の教科書が訳出されている。これらの教科書の特徴は解釈学的アプローチと呼ばれるもので、宗

教の教義やシンボルを解説するのではなくて、諸宗教を実践している子どもたちを主人公にして、彼

らや彼女たちの日常の宗教実践が子どもたちの目線から書かれている。キリスト教、 ヒンドゥー教、

ユダヤ教、シーク教、仏教と6つの宗教が紹介され、例えば、ムスリムの男の子や女の子を主人公に
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して､日課のサラート､礼拝などイスラームの宗教実践を子供たち自身が語るという記述の仕方になっ

ている。

I
イスラームの部分について、まず目次のタイトルを使ってもう少

し具体的に紹介してみよう。この教科書では、カムラン、シャジア、

ヌスラット､ナシームという13歳の子どもたちが主人公になり、 「カ

ムランとクルアーン｣、 「シャジアとアッラーを信じることについて｣、

「ヌスラットと預言者ムハンマドについて｣、 「ナシームと五柱につ

いて」などといった章が設けられ、彼らにとってイスラームの信仰

がどのように理解されているのかが解説されている。しかし、 こう
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した宗教的事柄だけでなく、 「学校、責任、親戚｣、 「学校と教育｣、 「友と敵」といった章も後半の部分

に用意されている。 「友と敵」の内容をみると、人種差別の問題が扱われている。なぜ人種差別の問題

がでてくるかというと、イスラームが移民コミュニティの問題と密接に結びついており、そこに人種

差別の問題が絡んでいるからである。イギリスのムスリムのコミュニティはパキスタンからやってき

た人々が圧倒的に大きいが、彼らはイギリス国籍を持ったれっきとしたイギリス人だが、同時に自分

達のアイデンティティとしてパキスタンがある。子供たちの母語はもちろん英語であるが、彼らのお

父さん、お爺さんはウルドゥー語やパンジヤーブ語だけを話す場合もある。こうした状況の中で、彼

らはレイシズムの対象になることが少なからずあるわけである。彼らは、ムスリムとして、大多数の

一般のイギリス人と異なった行動様式をもっており、それからが学校でもいじめや差別を引き起こす

からである。 「勉強と遊び」という章では酒やタバコの問題、 「結婚」の章ではarrangedmarrlage(お

見合い婚）が扱われている。パキスタンのコミュニティでは、 自由恋愛よりも両親が決めた結婚相手

が多いためである。このように、 この教科書では、ムスリムの子供たちが生きている世界全体が、宗

教との関わりの中で様々な角度から取り上げられているのである。

このウォリック大学の宗教プロジェクトの教科書の「教師用まえがき」には、 この教科書が採用し

た新しい方法として、 「生徒が自ら一次資料に取り組んで､それによって宗教的生活を解釈する技術を

高めることを目的としている」とある。つまり、実際に信仰されている「生きられた宗教」を材料と

して宗教を教えることが目指されているのである。さらに、 「宗教を表象すること」という小見出しの

もとに、 「宗教を、固定され統一された信仰の体系としては表わしていません｣、 「宗教を、信仰や価値

のセットと考えるのではなく、 「個人｣、個人が属する宗教「集団｣、 （時には民族集団)、そして広い宗

教的「伝統」の相互関係として描いています」と書かれている。この点がこのアプローチの特徴であ

り､静態的で何か決まったものとしてイスラームを説明するわけではないということである。 「宗教を

解釈すること」という部分では、 「みな、自分たちの知らない生き方を解釈する上で手がかりとなるよ

うな、自分の経験が何かしらあるでしょう」と問いかけ、 自分の問題としてイスラームを考えさせよ

うとしている。それをこの教科書では「啓発的効果」と呼んでいる。それは「生徒が学んだことを次

に自分の関心事に結びつけるように配慮」し、 「あなたがもし豚を食べられなかったらどうする」とい

うように、生徒自身の問題意識の方へと宗教的決まりを持っていこうとするのである。全体として、

ウオリック大学のメソッドは次の4つのステップから構成されている。まず、 「イスラームについて、

そしてムスリムであるということは人によってどういう意味を持つのかについて、情報を整理する｣、

つまり 「確かめてみよう」というステップがある。例えば、 「カムランとクルアーン」という章では、
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「カムランは自分自身についてこんなことを言っています｡僕は1日4， 5回お祈りをして、クルアー

ンを1日2， 3時間読みます」とある。 これを聴いている子どもたちは自分の友だちのカムラン君は

こんなことを日常生活でやっているのかという話になってくるわけである｡その次は、 「あなた自身の

考えや経験にひきつけて、ムスリムとして暮らし、行動し、信仰することはどんなことかを理解して

みること｣、つまり 「自分に結び付ける」ステップである。その次に「いろいろなムスリムの意見を見

てみることで、ある考えや経験の意味について、よりよい理解を得る」ステップを経て、 「この本で紹

介している考えや経験を出発点として、あなた自身の考え、意見、経験ということについてよく考え

てみよう」という最後のステップが用意されているのである。これら4つのステップを踏みながら、

生徒たちはイスラームについての理解を深めていくのである。

このイギリスの宗教教育の翻訳と解説を担当して、 このプロジェクト全体の中心的な役割を果たし

たのが東京大学の藤原聖子氏である｡藤原氏は、 「英米の事例に見る宗教教育の新たな可能性」 （『現代

宗教2007』秋山書店）という論文の中で、 日本の宗教教育の三分類（宗派教育、宗教的情操教育、宗

教知識教育）は、事実と価値を素朴に区別できるという安易な前提に基づいていると批判して、宗教

教育の6類型を提唱している。興味深い提案なので少し解説すると、まず、どのような立場から宗教に

アプローチするのか（｢教育方法｣）という点から「保守派」と「進歩派」という2つに区別する。こ

の2分類は政治的な立場の分類ではなく、藤原によれば、 「善しとするものを教え込む・身につけさせ

る」という立場を「保守派｣、 「自律的判断のためのクリティカルな思考力を育成する」立場を「進歩

派」としており、教育方法ないし教育的立場の相違からの分類と考えてよいだろう。さらに「研究方

法」についても「非宗派的」 (non-confbssional)と「宗派的」 (confessional)に分け、 「非宗派的」をさ

らに「歴史学的・人類学的」と「哲学的・倫理学的」とに二分して、研究方法として3つのものを区

別していることになる。こうして、 「教育方法」と「研究方法」から6つのセルができ、宗教教育を全

体として6つに分類しているわけである。

この分類は、従来の「宗教的情操」を「哲学的・倫理学的アプローチ｣、 「宗教知識」を「歴史学的・

人類学的アプローチ」に置き換えることで、宗教へのアプローチを学問的専門領域の違いとしてひと

まず政治的イデオロギー論争から切り離し、その上でどのような立場からこれらのアプローチを使う

のか、つまり、どの「立ち位置」から宗教教育を行うのかを意識化する必要性を示しているわけであ

る｡藤原の類型論の興味深いところは､一見ニュートラルな知識を教えているようにみえる歴史学的．

人類学的アプローチも、特定の立場を離れることはできないとしているところである。勿論、その論

点は、例えば歴史学的・人類学的アプローチが特定の立場に立っているから限界があるということを

言いたいのではなくて、 どのようなアプローチに立つにせよ、宗教教育をどのような目的から考える

のかという問題を抜きにして考えることはできないということを主張しているわけである。藤原の類

型を援用すると、私が今紹介したイギリスの教科書は、進歩的立場から歴史学的．人類学的アプロー

チを使って書かれているということになるわけであり、先の宗教教育の目的との関わりで考えれば、

多文化教育ないし市民性教育という観点からつくられた宗教教育の教科書だというふうになるように

思われる。そして私が本日お話しした宗教教育の可能性とは、 この類型に近い立場からの教育を想定

しているということであり、多文化教育ないし市民性教育という観点で、宗教知識教育を公立学校に

おいて進める可能性を積極的に検討してみてはどうかということを申し上げたわけである。
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5．今後の課題に向けて

最後に、初等中等教育における宗教知識教育を進めていく上での

今後の課題について3点ほど指摘して話を閉じたいと思う。

第1は、宗教知識教育を進める場合に、誰がそれを教えることが

できるのかという現場の教育者、教師の能力の問題がある。これま

で倫理や歴史の教科の中で宗教知識を間接的に教えてきただけで、

自覚的にこの種の教育に関与していない教師たちが、それをどのよ

うに担うことができるのかに関してはかなり難しい問題があるよう

堅さ、
■ ぷ

I

、

に思われる。大学の研究者が宗教知識教育の必要性を問題提起しても、現場の感覚ではそんなことは

絵に描いた餅だと受けとめられるのは予想されることであり、こうした提案に対する教育現場での反

応は是非知りたいものである。

第2に、 これと関連して、教育界における宗教そのものへの拒否感をどのように改善していくのか

という問題がある。既に述べたように宗教を教育に持ち込まないというのが戦後の教育制度のある種

の常識になっており、 こうした拒否感をどのように変えていくのかはかなり大きな壁であるように思

われる。これは勿論、宗教教育の問題だけに限ったことではなくて日本社会全体の問題ともいえるわ

けであり、宗教の地位の低さをどのように改善していくのかは宗教研究者全体の課題であると思って

いる。私はそのような印象をもっているが、教育現場においてどうなのか、是非ご教示いただければ

と思っている。

最後の3番目の課題は、宗教教育を研究する研究者のものである。私は宗教教育を考える場合に、

宗教を特権視せずに、宗教以外の学問領域での問題意識や方法論に学びながら、その他の領域とどの

ように連携していくのかが非常に大切だと考えている｡特に少子高齢化が進む今日の日本の社会では、

病気や死の問題は誰にとっても身近になっており、どのように死を迎えるのか、どのように生きてい

くべきなのかは多くの人々にとって重要な関心事になってきている。こうした状況の中で、 これまで

宗教が独占してきたとされる、いわれる「魂」とか「命」といった領域に、ホリスティックな教育実

践や臨床心理学的な知見など、様々な学問がアプローチするようになってきている。とするならば、

宗教教育を研究する側でも、 これらの動きとどのように連携して宗教の果たす役割を考え、それを教

育の中にフィードバックしていくかを考える必要があるのではないかと思っている。これまで宗教研

究者は宗教教育という極めてプラクティカルな問題に対しては冷淡であり、あまりこの問題に関心を

持っていなかったように思われる。しかし、私は、現代社会における宗教のあり方を考えてみると、

宗教的知識の教育という問題をもう少し真剣に考えていかないとならないのではないかと思っており、

この問題を現場の先生方と一緒に考えていきたいと願っている。

（記録・文責和田倫明）
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Ⅲ第二回研究例会【公開授業】

日本人の美意識

東京都立福生高等学校 本間恒男

1 問題設定

新学習指導要領では公民科の改訂のポイントとして、 「伝統や文化､宗教に関する学習を充実｣と謡っ

ている。また同時に、 「道徳教育の充実」という点も基本的な考え方として挙げられている。しかしな

がら、高校教育の現場では道徳教育が意識されて「学校の教育活動全体を通じて」行われているとは

言い難い現状がある。全都立高校において、学習指導要領の前倒し実施のように平成22年度より 「道

徳教育全体計画」が策定されているが、形式的に作られているだけであることは想像に難くない。道

徳教育の充実（というよりは端緒を開くといった方がよいのかもしれないが）のためには、 日本の伝

統や文化を積極的に取り上げ、在り方生き方につなげる指導を倫理でこそ行うべきであるし、それが

高等学校における道徳教育を実質的なものにしてゆくことになるであろう。また、倫理という科目の

先細り懸念があるなか（センター試験の関連で、倫理を復活させた学校もあるのだが)、 「生き残り」

を図っていくためには、 「戦略的」にこのような方法、つまり道徳教育としての倫理というスタンスを

構築していくことも必要であろう。文部科学省の担当者は「倫理は道徳教育の中核的場面」とたびた

び公の場で口頭で説明しているが、 しかしながら文部科学省の正式な文書にはこの文言は見つからな

い。このあたりが倫理の不安定な位置を表しているような気がする。

そしてもう一つの「戦略」がキャリア教育である。 「在り方・生き方」の教育という面で、倫理教育

と道徳教育とキャリア教育は共通しているのであるが、 この3者をつなぐ視点が我々には欠けている

のではないか。キャリア教育は産官学をあげていわば流行しているものとも言える。ますます充実・

発展させていくべきものと各方面ではとらえられている。倫理の指導の現場でこそ主体的にキャリア

教育を行うべきである。生涯を見据えたキャリア発達支援、進路を選択することは、主体的に在り方

生き方を考えることのパラフレーズである。

2 3学年倫理の公開授業について

禅の思想、スタイルなどが近年欧米で注目され､流行とすらなっている。 （先日亡くなったアップル

社のスティーブ・ジョブズ氏も傾倒していた－私は彼の開発したもののスタイルに禅の影を感じる）

このことはカルチャーギャップを理解したり、 日本文化のオリジナリテイに気づかせたり、ひいては

自分たちの文化に誇りを持つことにつなげていくことが可能である。わび。さびなどの美意識、美的

価値観なども同様である。今回、美意識を比較するにあたって、西洋のシンメトリーでロジックを思

わせる美と、 日本のアンシンメトリーで反ロゴス的な美を対比させた。ステレオタイプの文化論に陥

らないよう配慮したつもりである。 「伝統や文化、宗教に関する学習を充実」させるためのひとつの試

みであると感じていただければ幸いである。 （決して「宗教教育」ではないことを付言しておく｡）
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【講演】

西田哲学と『善の研究』

日本大学教授 小坂国継

1

『善の研究』は明治44年1月に弘道館から刊行された。西田幾多郎（明治34年～昭和20年)41歳の

ときである。第一編「純粋経験」は西田の基本的立場を述べたものである。同書のなかで最も難解な

箇所であり、 「序文」にも「初めて読む人はこれを略する方がよい」とある。第二編は「実在」を、第

三編は「善」つまり倫理を、そして第四編は「宗教」を論じている。一見すると、いかにも体系的に

叙述されているように見えるが、実際は論文や講義ノートの寄せ集めであって、それら諸論稿の書か

れた順序と『善の研究』の構成の順序は一致していない。最初に第二編と第三編が書かれた。これは

第四高等学校における「倫理」の講義ノートが基になっている。西田の講義は難解であったので、学

生には容易に理解できず､困ってクラスの代表が西田の講義ノートを借りうけて､それをガリ版で刷っ

て配布したという。それが後に『西田氏実在論及倫理学』として印刷された。第一編「純粋経験」は

第二編「実在」の前半の部分を研究者向けに詳述して学術雑誌に掲載したものである。最初、 この三

編で一本を作る予定であったが、それでは分量的に不足するということから、当時、西田が宗教につ

いて書いたものをいくつか集めて付加したのが第四編「宗教」である。

以上のように、 『善の研究』は講義ノートや論文の寄せ集めであるところから、形式上の問題点や不

統一がいくつか見られる。例えば、考究の「出立点」が第一編にではなく第二編に置かれているのは

不合理であるが､それは第一編よりも第二編の方が先に書かれたという事情による。また､各編によっ

て用語の不統一が見られるのは、西田の思想形成の数年間に彼の用語法が変化したからである。それ

にもかかわらず、同書の内容は体系的であって全体として統一がとれている印象を与える。おそらく

それは、西田の根本思想は既に確定していたので、その成立の事情に由来する体裁上の不統一や欠点

はあるにしても、思想内容そのものにはぶれがなく終始一貫しているからであろう。

最初、西田は『善の研究』を「純粋経験と実在」というタイトルで出版するつもりであった。現在、

西田幾多郎記念哲学館に保存されている出版契約書を見ると、 「純粋経験と実在｣というタイトルの上

に二重線が引かれ、明らかに別人の筆蹟で『善の研究』に訂正されている。後年、弟子に宛てた手紙

によると、それは出版社の意向によるものであって､西田自身は内心大いに不満であったという。ジョ

サイア・ロイスというアメリカの新へ一ゲル主義者が『善と悪の研究』という本を出しているが、そ

のタイトルを振ってつけたらしい。 『善の研究』の編集作業は、四高時代の最初の生徒であり、当時、

『哲学雑誌』の編集に携わっていた紀平正美がおこなった。

『善の研究』はいわば日本における哲学の独立宣言書の役割をしている。 日本に哲学が受容された

のは、安政3年に「蕃書調所」 （後に洋書調所、開成所と改称され、東大に併合される）が開設され、

全国から有為の人材が集められて洋学研究が押し進められたことと関連している。当時、蕃書調所の

教授手伝い並（研究員）であった西周と津田真道の二人が､実学研究のかたわら、もろもろの学問の基
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礎としての哲学の研究に着手したのが始まりであった。後に二人は幕府留学生としてライデン大学に

派遣され、フイッセリングからコントの実証主義やミルの功利主義を学んだ。 「哲学」という名称はギ

リシア語のフイロソフイア(philosophia)の訳語である｡フイロソフイアはフイロス(philos愛）とソフイ

ア(sophia知恵）の合成語であり、 「知恵を愛する学｣という意であるが､西周はこのフィロスを｢希｣、

ソフィアを「哲」と訳して、 「希哲学」と訳していたが、 『百一新論』 （明治7年）ではその「希」が取

れて「哲学」となった。安政年間に哲学が受容されてちょうど半世紀後に『善の研究』が出版された。

『善の研究』が出たとき、 当時、東大の大学院生であった高橋里美が、 『哲学雑誌』に書評を載せ、

そのなかで、 この本の出現によって、 これから自分は自信をもって日本に哲学があると公言できると

いう喜びを語っている。 『善の研究』は多くの哲学者に影響を与えた。例えば、三木清と務台理作はと

もに、どの学問をやったらよいか迷っていたが、 『善の研究』を読んで哲学を専攻する決心をしたとい

う趣旨のことを語っている。 この二人は、その後の進路がちょうど逆で、三木は、最初、西田哲学に

批判的でマルクス主義に近づいたが、後には西田哲学に回帰していった。これに対して、務台は、最

初、西田に心酔していたが、戦後は第三ヒューマニズム論を説くようになり、次第に西田哲学から離

れていった。

このように西田哲学は、誰もがこれに惹かれる面と、その反対に、 これでは現実の問題は解決でき

ないのではないかと批判的になる面を併有している。本質的に西田哲学は宗教的自覚の論理であると

いっていいだろう。それは宗教や文化を論じるには都合が良いが、歴史的実践を説く場合には少しく

不十分なところがある。それを三木や務台は鋭敏に嗅ぎ取ったのではないかと思う。西田哲学にはそ

うした両側面がある。

また、西田哲学はきわめて難解で晦渋であるけれども、何か不思議に読者を惹きつける要素を有し

ている。これは誰もが経験するところであって、それが西田の書物がよく読まれる理由であると思わ

れる。では、一体なぜ読者を魅了し惹きつけるのであろうか。その理由はよくわからないが、おそら

くそれは西田哲学には西洋的なものと東洋的なもの、 「学」としての哲学と「教」としての哲学が並在

しているからではないだろうか。

西洋の哲学はもともと科学として成立した。タレスから始まる古代ギリシアの哲学は自然の探究で

あり、 自然哲学であった。これに対して東洋では、儒教も仏教も学問ではなく教説である。教説であ

れば、 これを受け入れるしかない。それをどう解釈して現在に生かすかが問題になる。ここに、東洋

と西洋における哲学の性格の違いがあるといえるだろう。科学としての哲学には普遍性と客観性が要

求されるが、教説としての哲学には具体性と特殊性が要求される。したがって、それは対機説法とな

り、応病与薬の道となる。

こうした東洋的な学問の形態にも見るべきものがある。その一つは「知行合一」すなわち言行一致

を信条とすることである。仏教も儒教も老荘思想も、 この点では共通している。しかし、西洋では理

論は理論、実践は実践として両者を分離する傾向がある。哲学は学問なのだから、必ずしもそれを実

践できなくても構わないという考えがみとめられる。例えば、 ショーペンハウアーは『意志と表象と

しての世界』のなかで、 「同情」とか「博愛」とか「公正」とか、立派な徳目を説いているが、彼自身

はそういう人間ではなかった。あれだけ人生の虚しさを説きながら、枕元にピストルを置かないと安

心して眠れない人間であった。その矛盾を批判されたとき、彼は昂然として「哲学者が宗教家である

必要がないのは、宗教家が哲学者である必要がないのと同じである」と言い放なったと伝えられる。
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そこに東西の哲学観の違いがあるといえるだろう。

では、西田哲学はどちらのタイプであるか。そのどちらでもなく、またどちらでもある。西田哲学

は両方の側面を有している。あくまでも西洋の学問に倣って「学」としての哲学を説くが、その中身

には「教」としての哲学の要素がある。同じく純粋経験を説いても、ジェームズと西田が違う一番大

きな理由がそこにある。ジェームズは『プラグマティズム』再版の序文に、 ここで説いているプラグ

マティズムの理論は､最近自分が説いている根本的経験論一そのなかで純粋経験説を唱えている－

とは何の関係もない、 と言っている。人は純粋経験説をとらなくても、プラグマティストであること

はできるというのである。プラグマティズムは良いが根本的経験論は駄目だということでも構わない

ということなのだ。同様に、カントは『実践理性批判』において、 『純粋理性批判』とは異なった主張

をしながら、彼自身は少しも矛盾を感じていないように見える。一般に、西洋の学問にはそういうと

ころがある。理論は理論、実践は実践として、両者を分けて考えようというのである。

『善の研究』初版（弘道館刊）は売れず、おそらく1500部も出なかったであろう。 しかし10年後、

岩波書店から再版される。その年に、同じ岩波書店から倉田百三の『愛と認識との出発』が出版され

た。そして倉田はそのなかで西田の思想を持ち上げた。 「個人あって経験あるにあらず､経験あって個

人があるのである､個人的区別より経験が根本的であるという考えから独我論を脱することが出来た」

という言葉に啓示をうけ、 自分の認識論が一変したという趣旨のことを、いささか感傷的な筆致で告

白したことがきっかけになって、 『善の研究』がよく読まれるようになり、戦前・戦中は高校生や大学

生の必読書といわれるまでになった。昭和25年に岩波文庫が出たが、その第一回の配本が『善の研究』

であった。それ以来、同文庫のドル箱になっている。おそらく今では増刷に増刷を重ねて百刷以上、

全部で100万部は出ているだろう。夏目漱石の『こころ』と売れ行きにほとんど差はないのではないだ

ろうか。思うに『善の研究』がよく読まれる理由は、それが「学」としての哲学と「教」としての哲

学の両方を具備しているからであろう。

矛盾した言い方だが、西田哲学は「自己がどうしたら自己でないものになれるか」を説くものであ

る。この場合、 「自己でないもの」とは「本来の自己」のことで、 「自己」というのは「偽の自己」の

ことである。煩悩にまみれた無明の自己がどうしたら真正の自己すなわち「父母未生以前の本来の面

目」を得ることができるか。西田哲学の関心はこの一点にある。そして、それは「禅」の「已事究明」

の精神と同じ精神である。 「自己とは何か」の探究であるという点で、 「禅」の精神と『善の研究』は

一致する。そうした精神が同書のあらゆる文言の背景にある。それが読者の心を惹きつける要因なの

ではないかと思う。

2

西田哲学の特徴をとらえるには、西田がどの哲学に対して一番反対したか、批判的であったかを見

誌圭息憩麓二言誌二辮菫霧菫重蝿駕妄雪謡菫駕鱸撰
している。逆に、西田の思想に近いのがライプニッツとヘーゲルである。西田はへ一ゲルには特別に

親近感をもっていたようである。ところで、カントとデカルトに共通しているのが、主観と客観、精

神と物体を峻別する二元論的世界観である。西田はこうした分別的な見方は本当の物の見方ではない
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と考えていた。彼は一貫して分別の世界を超えた無分別の世界、平等的世界を真実の世界と見なして

いる。

デカルトの『方法序説』は、彼の哲学を述べた本ではなく、学問の方法論を論じた書物である。正

式のタイトルは『理性を正しく導き、諸学における真理を探究するための方法序説』である。学問の

方法論として、デカルトはまず精神を白紙の状態に戻す必要があると考えた。そのためには一切のも

のを一度「懐疑」 (doute)という筋いにかけて、少しでも疑わしいものは排除していき、どんなに疑っ

ても疑い得ないような絶対に確実な原理から出発しなければならない。いくら立派な宮殿を立てても

土台が堅固でないと砂上の楼閣になってしまうというのである。

これと同様の精神がフランシス・ベーコンの思想にも見られる。ベーコンは『ノヴム・オルガヌム』

のなかで、学問の方法として帰納法を提唱しているが、それに先立ってイドラ説を説いている。イド

ラ(idola)というのは､偏見や先入見のことであって､ベーコンによれば､真理を探究するにはまずもっ

てイドラを排除することが肝要である。われわれはどんなに公平に事物を見ているつもりでも、生ま

れた環境や受けた教育などによって､事物に対する偏見や先入見がいつのまにか身についているので、

学問を始めるにあたっては、そうしたイドラを取っ払って、精神をいわば白紙の状態に戻す必要があ

るというのである。

これが「科学」としての哲学の精神である。東洋では哲学は「教説」として発展したので、 こうし

た科学的な精神は育たなかった。この点を西田は『日本文化の問題』のなかでしきりに強調している。

東洋の思想は物の真実に迫るという精神に欠けていた、先人の教えを鵜呑みにしてそれをひたすら注

釈し実践することに汲々とするところに欠点があったという。これに対して、ベーコンやデカルトは

科学としての哲学という点で見事に一致している。学問の方法としてベーコンは帰納法を、デカルト

は演鐸法を説くが、 ともに精神の白紙の状態から出発しようとしている点では一致している。

デカルトの「我思う、故に我あり」という原理は、 こうした徹底した懐疑を通して得られたもので

ある。たとえ一切のものが疑わしいとしても、感覚的事物や数学的真理ばかりでなく、手や足や自分

という存在さえ虚偽であり虚幻であるとしても、そのように考え、疑っている自分自身は必然的に何

者かでなければならない。考えているときに、考えている自分が存在しないというのは不合理である。

自分が存在しなければ、疑うということも欺かれるということもあり得ない、 とデカルトは述べてい

る。それはそのとおりであろう。

こうしてデカルトは｢考える我」から出発した。絶対に確実なのは我の存在である。その場合、 「我」

というのは認識する主観であって、身体を含まない。いいかえれば精神とか霊魂とか呼んでいるもの

が我である。身体は精神とは異なって必然的な自然法則に従う。 これに対して精神は自分の自由意思

で動く。このように身体と精神は異なった原理によって作用するのであるから、両者は異なった存在

である。こうして精神と物体という二元論的な世界観が生じた。一方に認識する主観すなわち我があ

るのであれば、他方に認識される客観すなわち物体がなければならず、主観と客観、精神と物体、内

界と外界が分けられる。また、 このように世界が二つに分けられると、 どちらが先かという問題が必

ず生ずる。精神が先であると考えれば観念論になり、物体が先であると考えれば唯物論になる。こう

して唯物論か観念論かの論争が繰り返されてきた。

西田はこうしたデカルトの考え方を主観主義とも対象の論理とも呼んでいる。それは「考える我」

(cogito)から出発し、 「考える我｣の側から世界を見ようとするので主観主義であり、また一切のものは
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この認識主観にとって認識される対象と見なすので対象の論理である。それは一切のものを主観の外

に、主観の対象として位置づけ、それを主観の側から認識しようとする。 これが西田のデカルト観で

あり、同時にまたカント観でもあった。

たしかにデカル卜とカントはまったく同じ立場に立っていたというわけではない。デカルトの「我」

は経験的自我であったが、カントのそれは超越的自我であった。デカルトの我は個別的な我であった

が、カントの我はすべての人に共通した普遍的で先験的な自我であった。 この点で、カントの哲学は

一歩前進している。また、デカルトは、事物はわれわれが見るとおりにあるという素朴実在論的な立

場に立っていたが、カントは、われわれが見ている世界は時間・空間という主観的な直観形式によっ

て構成された世界（現象界）であって、あるがままの実在界（物自体）とは異なっていると考えた。し

たがって、仔細に見ればデカルトとカントの思想は異なっているのであるが、両者はともに主観と客

観を分け（二元論)、主観の側から客観の世界を見ようとしている（主観主義）点では共通している。

これに対して西田は、主客未分の世界こそ真実の世界であると考え、それを純粋経験の世界と呼ん

だ｡純粋経験という言葉そのものは､マッハやアヴェナリウスの経験批判論におけるreineErfahrung、

あるいはジェームズの根本的経験論におけるpureexperienceに由来している｡それは西田の造語では

なく、当時の西欧の流行思想の一つであった。ただし西田はこうした思想に到達する以前に、 25歳頃

から35歳頃までの10年余り、猛烈な坐禅を経験している。彼の禅体験は生半可なものではなく、徹底

したものであった。西田がどれくらい真剣に坐禅に打ち込んだかは彼の日記を読むと瞭然である。早

朝から夜半まで、寝食を忘れてひたすら坐りつづけた。そして、そうした禅体験で会得した境地を何

とか哲学的概念でもって論理化しようとした。そのとき、 「純粋経験」という言葉に出会い、まさしく

これだと直観して、それを自分の思想的立場としたのである。

西田は初めのうちはジェームズの純粋経験と自分のそれとの違いを自覚していなかったようである

が、次第にその違いを意識するようになって、ジェームズから離れていった。純粋経験というのは、

デカルトやカントのように世界を主観と客観に分けて対立させて、主観から客観を見るという立場で

はなくて、主観と客観が分かれる以前の世界をもって実在の世界と考える立場である。それを単に経

験といわず純粋経験と呼ぶのは、通常、経験といっても、そこには何らかの思慮分別が加わっている

ので、そうした思慮分別の加わる以前の経験を通常の経験と区別する必要があるからである。だから

それは直接経験と同義である｡例えば､散歩していて思いがけなく一輪の花が咲いているのを見､あつ

と驚きの言葉を発したその瞬間が直接経験であり、純粋経験である。そこには、 自分と花との区別は

ない。主観と客観は未分の状態にある。 しかるに、そこに反省が加わると、私が見ているという意識

や、 「それはバラの花である」という判断が生じ、純粋経験の状態から離れる。西田はこうした主客未

分の意識の統一的状態を真実在の世界と考え、それを「純粋経験」と呼んで自分の立場としたのであ

る。

そう考えると、例えば幼児の世界は純粋経験の世界である。というのも幼児においては自分と世界、

自分と他人との区別や分別がついていないからである。また、芸術的天才の世界もまた純粋経験の世

界である。というのも、例えば雪舟が一心不乱に絵を描いている場面も想定すると、その場合、 もは

や雪舟が絵を描いているのか、それとも雪舟が自然によって描かされているのかわからないような状

態にある。音楽でも、例えば卓越したピアニストが名曲を奏でている場合を考えてみると、 もはや彼

(彼女）は自分が弾いているという意識がなくなって、ピアノを弾くともなく弾き、譜面を見るともな
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サマーデf

く見ている状態に達する。これは禅僧が坐禅を組む場合も同様である。修練を積むと、即座に「三昧」

(samadhi)の境地に入り、 自分と世界との境界がなくなる。主客相没・物我相忘の状態になる。

こうして見ると、芸術家の世界と宗教家の世界には、似通ったところがある。どちらもその究極に

おいては純粋経験の状態にある。西田はそれを「知的直観」の世界と呼んでいる。われわれには経験

できないからそのような世界はないということにはならない。誰でも経験を積み修行を重ねると、そ

ういう状態に入っていくことができる。だとすれば、西田のいっていることは真実かもしれない。わ

れわれは既に初等教育の段階から西洋式の教育を受けているので、デカルト的な二元論的考え方の方

が馴染みやすく、東洋にもとからあった考え方の方が却って縁遠くなっているのではないだろうか。

3

ジェームズと西田の純粋経験との違いについていうと、ジェームズの場合は、純粋経験は常に一様

である。それは主客未分の意識状態を指している。そこには発展とか分化とかいった考えはない。幼

児の意識も天才の意識も同じ純粋経験である。 これに対して西田は、純粋経験に高低・深浅の段階の

違いを認める。最も低いのは幼児の意識や直接経験の段階であり、最も高いのは芸術家や宗教家の知

的直観の段階である。

このように純粋経験に高下の段階があれば、最も高い段階の純粋経験は我々が目指すべき目的や目

標となり、 したがってまた純粋経験は倫理学の対象になる。ジェームズにおいては、プラグマティズ

ムはプラグマティズム、純粋経験説は純粋経験説であって、両者はまったく別個の原理であった。こ

れに対して西田は純粋経験という一つの原理でもって一切の世界を説明しようとする。それは認識の

原理でもあり、実在の原理でもあり、道徳の原理でもあり、宗教の原理でもある。つまり 「純粋経験

は我々の思想のアルファでありオメガである」のである。西田の純粋経験説がジェームズの受け売り

だというのはとんでもない間違いであって、両説は全く性質の異なったものである。

両者の違いはもう一つある。ジェームズは純粋経験を個人的なものと考えた。経験はその本性上、

個人的であって普遍的な経験などどこにもないという。すると、個人の数だけ純粋経験の世界がある

ことになり、それは必然的に多元論になる。実際、ジェームズは、晩年、 『多元的宇宙』という書物を

書いている。しかし西田は普遍的な経験の存在を認める。個人的な経験の奥に普遍的な経験があり、

その普遍的な経験のあらわれが個人的な経験であるという。西田においては、個人的経験は普遍的経

験の発展の極端と考えられている。

以上を整理すると、西田のいう純粋経験には二つの要素がある。一つは主客未分の意識の統一的状

態である。これはジェームズの純粋経験にも当てはまる。もう一つは個と普遍の相即的関係であって、

個と普遍は相互に切り離すことのできない一体不二の関係にあるものと考えられている。西田は個人

的な経験と普遍的な経験を分けない。普遍的な経験（西田はこれを「根源的統一力」とか「一大人格」

とか呼んでいる）は不断に発展していて、その極限が個であると考えている。

西田哲学には物を見るのに、 自己の側から見る視点と、物や世界の側から見る視点とがある。そし

てこの両者が同一であると説かれる。主観即客観・客観即主観、内即外・外即内、個物即普遍・普遍

即個物、一即多・多即一である。通常、西田の純粋経験は主客未分の状態と規定されるのであるが、

むしろ個と普遍の相即的関係の方が重要である。個は普遍の顕現であり、その発展の極端がわれわれ
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の自己であるという。 これはヘーゲルの「具体的普遍」の思想に似ている。ヘーゲルのいう絶対者は

特殊を超越したものではなく、特殊な者に内在して自分を展開していく。両者はともに個物や特殊を

「一般者の自己限定」としてとらえている点で共通している。西田自身も自分の考えに一番近いのは

ヘーゲルであると考えていた。彼の純粋経験説はジェームズの影響よりも、むしろヘーゲルの影響を

より多く受けている。

さて、以上のことと関連して、 『善の研究』の中で何度も繰り返し語られている思想がある。それは

「昨日の私の意識と今日の私の意識は直接に結びつくように､私の意識と汝の意識は直接に結びつく」

という思想である。昨日の私の意識と今朝の私の意識は直接に結びつく。例えば昨晩9時に寝て、今

朝6時に起きたとすると、そこに9時間の間隙がある。その間、意識が途絶えているにもかかわらず、

起床すると私の意識はすぐ昨晩の意識と結びつく。それは同じ私の意識である。この考えは誰にも蹟

曙なく受け入れられるであろう。それは自己の同一性の主張である。しかし、西田はそれに続けていっ

ている、 「それと同じように、私の意識と汝の意識とは直接に結びつく」と。この後半の文章はなかな

か理解しがたい。それは自他の不二性の思想であって、本来、我と汝の区別はない、むしろ我と汝の

区別のなくなった世界こそ真実の世界なのだという主張である。禅の公案にある「張公酒を喫して李

公酔う」と同じ精神である。どうしてもわれわれは、私は私、汝は汝と分別的に思考するので、 こう

した自他不二の考えはなかなか受け入れがたい。しかし、よくよく考えてみると、それは不合理であ

るどころか、むしろ道理にあっているのではなかろうか。反対に、個体的自己という観念の方が抽象

的なのではなかろうか。

これを一つの比嶮でもって考えてみよう。今、仮に海面上に二つの岩が突き出ているとする。これ

を同じ岩だという人はいないであろう。二つの岩は位置も形状も大きさも違っている。甲の岩と乙の

岩はまったく別個の岩である。 このことを疑う人はいない。 しかし、 これが唯一の見方であろうか。

もっと別の見方ができないだろうか。

私は別の見方ができると思う。例えば潮が引くと、次第に海面が下がり、今まで見えなかった部分

が見えてくる。すると満潮時には二つの異なった岩と見えたものが、干潮時にはつながって一つの大

きな岩であることが判明する。伊勢湾にある夫婦岩などはその典型であって、時間によって二つの岩

はくっついたり離れたりする。海面レベルで見ると二つに分れて見える岩が、同時に、海底レベルか

ら見ると、二つの岩ではなく、 じつは一つの岩の二つの部分である。その違いは、われわれの視点を

どこに置くかの違いであって、それぞれの視点から見れば、 どちらも真実である。

これを物の見方に替えると、 日常的レベルで見る世界はいわば海面から見ている世界であり、そこ

では事物は分別して見られる。つまり甲の岩と乙の岩は分別される。それはもっとも表層的な物の見

方である。しかしわれわれの自覚が深まっていくと、いわば海底から物を見ることができるようにな

る。 これが自覚的レベルで見る世界である。そこでは甲の岩と乙の岩の区別はなくなり、両者は一つ

の岩の二つの要素となる。私と汝の区別もこの甲の岩と乙の岩の関係に準えることができるだろう。

このように日常的レベルで見る世界と自覚的レベルで見る世界では物の見え方がまるで違ってくる。

われわれは日常的レベルにこだわっているが､西田は自覚的レベルで物を見ようとしているのである。

そう考えれば先の西田の言葉は理解することができるのではないだろうか。 日常的な常識レベルで見

ると、私の意識と汝の意識はまったく別個の意識である。私の意識は私の意識であり、汝の意識は汝

の意識である。 しかし、 自覚的レベルで見れば、私の意識と汝の意識は直接に結びつく。私の意識は
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同時に汝の意識であり、汝の意識は同時に私の意識である。

後期西田哲学では、 「私は私の底において汝と出会い、汝は汝の底において私と出会う」とか、 「私

は私の底に汝を見、汝は汝の底に私を見る」とかいう。この場合、 「底」というのは「絶対無の場所」

のことである。現実の世界の根底は絶対無の世界であり、悟りの世界である。それはあらゆる分別の

なくなった世界であるから、そこでは私と汝との区別もまたなくなる。そして、 こうした絶対無の自

覚において初めて真の意味で人格的な私と人格的な汝が直接に結びつくのである。

4

西田哲学は以上のような自覚的レベルから世界を見ることを説く哲学であるといえるだろう。先ほ

ど「自己が自己でないものになる」ということをいったが、それが真の自己の世界である。どこまで

も自己が否定されていって、 もはや自己でないものになりきった境地が絶対無の世界である。そこで

は、いわゆる自己というものがなくなり、 したがってまた自己と汝との区別もなくなる。すべてのも

のが融合して一体不二となる。いわゆる仏の世界とはこういう世界のことをいうのではなかろうか。

仏教の思想にもいろいろあるが、一切唯心造という考え方がその基本にある。一切のものはわれわ

れの心を反映したものである｡心のあり方や状態の如何によって､そこにあらわれてくる世界が異なっ

てくる。例えば糠土即浄土ということがいわれる。それは、汚れた世界はこちら側にあって、その向

こう側に浄らかな世界があるという意味ではない。仏教は本来そういう分け方をしない。そうではな

くて、犠土の世界が即ち浄土の世界だというのである。世界はあくまで一つであるが、その唯一の世

界がどのようなものであるかは､われわれの自覚や意識の程度に応じて違ってくるということである。

深いところで見れば深い世界が見え、浅いところで見れば浅い世界しか見えない。それはちょうど同

じものを見ても子供と大人では違ったものに見えるのと同様である。大人から見れば何の変哲もない

ものに子供は脅えたり、胸を躍らせたりする。このように、一切のものはわれわれの心の反映である、

というのが仏教の基本的な考え方である。 自分の自覚を深めていくと、今まで見えた世界が違った形

で見えてくる。今まで見えなかったものが見えてくる。

西田哲学においては、つねにこちら側から見る視点とあちら側から見る視点が相即している。こち

らから見ると違って見えるもの、矛盾しているもの（分別的世界）が、あちらから見ると同じもの、自

己同一（平等的世界）に見える。この意味で、世界は「絶対矛盾的自己同一」である。西田哲学は個人

の側から出発する視点と、個人を絶対者の顕現として見る見方と、両方の見方を常に併有している。

結局のところ、 「世界が自覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、世界が自覚す

る。我々の自覚的自己の一々は、世界の配景的一中心である」という言葉が西田哲学の核心を表現し

ているといえるだろう。

（記録・文責和田倫明）
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Ⅳ夏季研究協議会【講演】

フランスの高校における哲学教育

首都大学東京准教授 西山雄二

ー←

本日上映しました映画『哲学への権利一国際哲学コレージュの軌

跡』は、 「脱構築」で知られるフランスの哲学者ジャック・デリダら

が創設した学校｢国際哲学コレージュ」の話です｡私は2001～2003

年に留学しているときに彼の最後のセミナーに2年間出席したので

すが、デリダは世界的に有名な、おそらく最後の哲学者だと思いま

す。デリダの映画を製作した目的はこの学校を紹介することではあ

りません。彼の実践例を参照しながら、 「大学とは何か」 「哲学とは

会』 _ __-.-一一一・ 一･････一■I■■I■

何か」 「哲学を教えるとは何か」 「教えることでお金をとるということはどういうことか」 「なぜそのた

めのキャンパスが必要なのか」といった重要な問いについて、いろいろな場でいろいろな人と議論を

することが主たる目的です。ですから、映画上映の後には必ず討論を併催しています。これまで日本

全国の大学、アメリカ、フランス、香港、韓国、 ドイツ、この11月にはイギリスと、世界中の大学で

映画を上映し討論をしています。この2年間で60回ぐらい上映し、その成果が今年の2月にDVD付

きの書籍『哲学への権利』として勁草書房から出版されました。

普通の哲学の研究者と比べると､映画製作と上映の活動を通じて、

私は3重く．らい遠回りしていると言えます。普通、研究者は哲学の

本を読んで論文を書きます。書かれたものから書かれたものへの平

行移動です。しかし、私は哲学者がつくり上げた「本」ではなく「学

校」をテーマとしています。問われるのは著作ではなく、学校とい

う実践的な制度です。デリダはすでに死去しているので、国際哲学

コレージュの関係者にインタビューをし、 「研究論文」ではなく「映

画」という形にしました。そして、その映画に思う存分旅をさせながら、それぞれの場所で上映と討

論をし、最後にその成果を「DVD付きの本」にまとめたのです。哲学者の著作ではなく彼の学校、

論文ではなく映画製作と上映･討論会､そして最後にDVD付の著作の刊行一従来の典型的なスタ

イルと比べると、何重もの迂回を経た形になります。ただ、それぞれの場所でたくさんの出会いがあ

り、刺激的なお話が色々と聞けるので、私はこのスタイルに満足しています。

さて、今回は都倫研での発表ですので、フランスにおける哲学教育の背景についてご説明したいと

思います。

映画では､登場する哲学研究者が｢私は高校で教えている｣とか、 「高校の先生も国際哲学コレージュ

のディレクターになることができる」というセリフがありました。フランスでは高校の哲学担当の先

生も研究ができる環境にあります。大学院を出てすぐに大学の教員になるのは難しいので、高校の教

員として働きながら博士論文を書いて、その後大学のポストに就くというパターンは珍しくありませ

ん。映画に登場するカトリーヌ・マラブーは今日では世界的に有名な哲学者ですが、彼女も最初は高
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